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財政健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率

糟屋地区各市町の健全化判断比率及び資金不足比率の状況

　　　審査の概要及び審査結果の意見は、次のとおりである。

　　（２）経理事務は関係法令を遵守し、違法・不当、その他問題点はないか。

　　（３）予算の執行に当たっては、効率的、合理的になされているか。

　　（４）決算状況からみて、財政運営は健全、かつ適正になされているか。

　　　関係諸帳簿、その他証憑書類との照合等、通常実施すべき審査手続を実施したほか、

　　必要と認めたその他の審査手続を実施した。

［２］　審査の結果

　　　審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書・同事項別明細書・実質収

　　支に関する調書及び財産に関する調書並びに水道事業会計及び下水道事業会計の各決

　　算資料等は、関係法令に準拠して作成されており、その計数は関係諸帳簿その他証憑

　　書類と照合した結果、誤りのないものと認められた。また、予算の執行及び関連する

　　事務の処理は適正に行われているものと認められた。

　　（１）決算の計数は正確であるか。

［１］　審査の概要

　１．審査対象

　　〈Ⅰ〉令和６年度須恵町一般会計及び特別会計歳入歳出決算

　　〈Ⅱ〉令和６年度須恵町財産の状況

　　〈Ⅳ〉令和６年度須恵町下水道事業会計決算

　　〈Ⅴ〉令和６年度須恵町財政健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率

　２．審査期間

　　　上記　〈Ⅰ〉　〈Ⅱ〉　〈Ⅴ〉　　令和 ７ 年　７月１５日～　７月３０日

　　　　　　〈Ⅲ〉　〈Ⅳ〉 　　　　　 令和 ７ 年　６月２４日～　８月　６日

　３．審査の手続

　　〈Ⅲ〉令和６年度須恵町水道事業会計決算

〈Ⅴ〉

67～68

68

672

審査の概要

3

4

1

審査の手続

審査の結果

67・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・
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98.93%

予算現額 支出済額
（A） （B）

予算現額 支出済額
（A） （B）

35,117,575

B／A
（予算対）

96.91%

98.93%

97.31%

B／A
（予算対）

100.00%

93.28%

　　　（予算対比は、予算現額から繰越額を除いて算出）

区 分 不用額

特別会計

翌年度繰越額

582,096,000

0

582,096,000

翌年度繰越額 不用額

特別会計 3,294,199,000 3,259,081,425 35,117,575

合　計 17,160,851,190 16,133,455,612 445,299,578

（単位：円）

99.24%

182,941,126 94.46%

後期高齢者医療 522,307,000 522,850,898

100.91%

518,898,038 1,663,934 2,288,926

合　計

99.35%

合計 3,294,199,000 3,259,081,425 0

国民健康保険 2,771,892,000 2,771,864,943 0

後期高齢者医療 522,307,000 487,216,482 0

27,057

35,090,518

（調定対）（予算対）

区 分
（A） （B） （調定対）（予算対）

特別会計

17,160,851,190 16,778,925,028 16,474,895,203 16,435,755

収入済額
（C）

収入未済額

収入未済額不納欠損額
（A）

C／BC／A

一般会計

12,117,752

〈Ⅰ〉一般会計及び特別会計歳入歳出決算

　◇一般会計及び特別会計決算の状況

予算現額 調定額 C／B

（単位：円）

182,941,126 94.46%100.91%特別会計 3,294,199,000 3,519,118,512

不納欠損額

3,324,059,634 12,117,752

287,594,070

93.62%101.20%

（B）

　１．歳入の状況

C／A

予算現額 収入済額
（C）

調定額

（単位：円）

合　計

　　　（一般会計　収入済額には過納額  1,626,373円を含む）

99.18%94.84%

　　　（特別会計　収入済額には過納額  583,020円を含む）

　　　（国民健康保険　収入済額には、過納額　472,900円を含む）

　２．歳出の状況

一般会計 13,866,652,190 12,874,374,187 410,182,003

（単位：円）

　　　（後期高齢者医療　収入済額には、過納額　110,120円を含む）

13,866,652,190 13,259,806,516 13,150,835,569 4,318,003 104,652,944

国民健康保険 2,771,892,000 2,996,267,614 2,805,161,596 10,453,818 180,652,200

98.19%96.00%

3,294,199,000 3,519,118,512 3,324,059,634
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であり、歳入歳出差引額は、３４１，４３９千円である。

　前年度と比較すると、歳入は２３４，３１４千円（１.５％）、歳出は ３１８，５５３千円（２.１％）、それぞれ増

加している。

差 引 額 C=A-B 341,439,591 425,678,475 △ 84,238,884 △ 19.8

　町の実質上の財政規模を示す純計決算額は、歳入 １６，１１１，６２７千円、歳出 １５，７７０，１８８千円

歳　入　総　額  A 16,111,627,396 15,877,313,436 234,313,960 1.5

歳　出　総　額  B 15,770,187,805 15,451,634,961 318,552,844 2.1

（単位：円、％）

区　　　　分 令和６年度 令和５年度 増減額 増減率

　　（２）純計決算額の状況

差 引 額 C=A-B 341,439,591 425,678,475 △ 84,238,884 △ 19.8

　当年度の一般会計・特別会計の決算額は、歳入 １６，４７４，８９５千円、歳出 １６，１３３，４５６千円とな

り、前年度と比べ、歳入は １５２，９６４千円、歳出は ６８，７２５千円、それぞれ減少している。

　また、この決算額には一般会計と特別会計の相互間で ３６３，２６８千円の繰出し、繰入れが重複計上

されている。これを控除した純計決算額の状況は、次表のとおりである。

歳　入　総　額  A 16,474,895,203 16,627,859,242 △ 152,964,039 △ 0.9

※次ページ以降、千円単位の数値は、決算書の円単位の数値を四捨五入した数値と一致しない場合

　 があります。

　３．決算規模

一般会計と特別会計を合わせた決算総額の状況は、次表のとおりである。

　　（１）決算総額の状況

（単位：円、％）

区　　　　分 令和６年度 令和５年度 増減額 増減率

歳　出　総　額  B 16,133,455,612 16,202,180,767 △ 68,725,155 △ 0.4
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歳　出　総　額  B 12,874,374 11,871,896 1,002,478 8.4

単 年 度 収 支  F △ 27,229 △ 80,755 53,526 66.3

実質収支  E=C-D 260,763 287,992 △ 27,229 △ 9.5

繰 上 償 還 金  H 0 0 0

　◇一般会計

　1．歳入歳出決算の状況

　　（１）収支の状況及び前年度比較

令和６年度

7,447.1

差 引 額 C=A-B 276,461 288,200 △ 11,739 △ 4.1

繰越すべき財源 D 15,698 208 15,490

歳　入　総　額  A 13,150,835 12,160,096 990,739 8.1

令和５年度 増減額 増減率

（単位：千円、％）

-

財調基金取崩額 I 330,031 0 330,031 皆増

財調基金積立額 G 62,160 103,754 △ 41,594 △ 40.1

△ 1,383.1

　令和６年度は、歳入総額から歳出総額を差引いた金額は、２７６，４６１千円となり、翌年度へ繰り越すべ

き財源は、１５，６９８千円であるため、実質収支は ２６０，７６３千円で、昨年度の実質収支を差し引いた単

実質単年度収支 J
= F+G+H－I

△ 295,100 22,999 △ 318,099

年度収支は ２７，２２９千円の赤字となっている。

　財政収支の均衡を示す指標として「実質収支比率」があるが、これは標準財政規模に対する実質収支

額の割合が標準的に ３～ ５％程度が望ましいとされている。

　　（２）実質収支比率

び基金利子の合計 ６２，１６０千円を積み立てているが、 ３３０，０３１千円を取り崩したため、２９５，１００千円

の赤字となっている。

調整基金取崩額を差し引いた数値であり、財政調整基金については、不動産売払収入、篤志寄附金、及

　実質単年度収支は、単年度収支に財政調整基金積立額、地方債（町債）の繰上げ償還金を加え、財政

実質収支比率  E/K

（単位：千円、％）

3.9

287,992 368,747 382,100 416,307

4.6 6.1 6.0 7.1

6,318,026 6,089,921 6,364,765

実質収支額      E

標準財政規模   K

　実質収支比率は、実質収支額を標準財政規模額で除し、１００を乗じて算出されるもので、令和６年度

5,878,925

260,763

6,645,950

令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度

令和５年度に比べ ２７，２２９千円の減であり、分母となる標準財政規模額は、普通交付税及び標準税

の実質収支比率は ３．９％で、令和５年度に比べ ０．７ポイント減少しているが、これは実質収支額が、

収入額等の増により、５年度に比べ ３２７，９２４千円増加しているためである。
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2.6

5.6

13.1

8.1

8.1

　２．歳入の状況

　　（１）歳入決算の状況及び前年度比較は、次表のとおりである。

　　（２）自主財源・依存財源の状況、前年度比較及び推移

195.1

1.0

49.7

49.7

69.8

14.8

6.0

△ 100.0

8.3

2.0

△ 1.5

5.8

△ 43.9

38.5

△ 33.1

8.2

7.6

国 庫 支 出 金 2,343,141

自動車取得税交付金 0.0 634 0.0 △ 634

14 17.8 2,284,004 18.8 59,137

交通安全対策特別交付金 3,695 0.0 3,793

2

3

4

△ 2.6

7

8

11

70,969

113,184 0.9 114,869 1.0 △ 1,685

3,537,427 26.9 3,466,458 28.5

178,072 1.5 △ 78,226

121,572 0.9 114,949 0.9 6,623

財　 産 　収　 入 99,846 0.8

745,150

15

21

科目

自
主
財
源

財源

区分
款

1

12

13

16

17

18

19

20

10

9

依
存
財
源

分担金及び負担金

町      　　     税

使用料及び手数料

寄　　　附　　　金

調　　 定　 　額 13,259,806 12,270,617 989,189 8.1

収　入　済　額 13,150,835 12,160,096 990,739 8.1

（単位：千円、％）

令和６年度 令和５年度 増減額 増減率

予　算　現　額 13,866,652 12,363,643 1,503,009 12.2

不 納 欠 損 額 4,318 6,697 △ 2,379 △ 35.5

収 入 未 済 額 104,653 103,824 829 0.8

収　　 入　 　率 99.18 99.10 - -

収入済額 構成比 収入済額 構成比 増減額

令和６年度 令和５年度

　決算額は、予算現額 １３，８６６，６５２千円、に対し、調定額 １３，２５９，８０６千円（対予算比９５．６％）、

（収入済額には、過納額 １,６２６千円を含む、収入率は調定額に対する収入済額の率）

　町が自ら賦課徴収することのできる自主財源と、国や県から定められた額を交付されたり、割り当てられ

 １０４，６５３千円である。

で、収入済額は、 １３，１５０，８３５千円（対調定比９９．２％）、不納欠損額は ４，３１８千円、収入未済額は

（単位：千円、％）

前年比

増減率

たりする依存財源とに分けて示すと、次のとおりである。

　収入未済額を前年度と比較すると、８２９千円（０．８％）増加している。

　収入済額を前年度と比較すると、９９０，７３９千円（８．１％）増加している。

5.7 538,159 4.4 206,991

繰　　　越　　　金 288,200 2.2 430,626 3.5 △ 142,426

皆増

諸　　　収　　　入 171,916 1.3 155,770 1.3 16,146

繰　　　入　　　金 332,533 2.5 0 0.0 332,533

10.4

小　　計 5,409,828 41.2 4,998,903 41.1 410,925

地 方 譲 与 税 66,402 0.5 65,722 0.5

187,926 1.4 63,691 0.5 124,235

地 方 交 付 税 2,400,809 18.2 2,230,416 18.4 170,393

地方特例交付金

町　　　　　　債 851,317 6.5 752,468 6.2 98,849

県　支　出　金 1,040,189 7.9 985,106 8.1 55,083

合　　計 13,150,835 100.0 12,160,096 100.0 990,739

小　　計 7,741,007 58.8 7,161,193 58.9 579,814

8,106

利子割交付金 1,180 0.0

0.0 △ 98

680

11,298 0.1

667,754

788 0.0 392

地方消費税交付金 707,624 5.4 5.5 39,870

0.1環境性能割交付金 12,233 935

6 法人事業税交付金 67,734 0.5 58,984 0.5 8,750

株式等譲渡所得割交付金 34,347 0.3 20,231 0.2 14,1165

配当割交付金 24,410 0.2 16,304 0.1
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左

41%

59%

右

41%

59%

　　　　

　一般会計の歳入決算額は、 １３，１５０，８３５千円で、前年度比 ９９０，７３９千円、 ８．１％の増となった。

 ４１０，９２５千円の増となった。

自主財源である町税、寄附金、繰入金（基金取り崩し）も、昨年度に比べ１５.２％増加している。

　自主財源の比率が高いほど、自主的な財政運営ができるが、令和５年度に比べ、自主財源では、町税、

寄附金が増加し、財政調整基金からの繰入金が、 ３３２，５３３千円皆増し、繰越金は減少したが、全体では

　依存財源では、地方交付税、地方特例交付金、国県支出金、町債及び各種交付金が増加したため、全

体では、 ５７９，８１４千円の増となった。

　自主財源の構成比は４１．２％で、令和５年度の ４１．１％から、０．１ポイント上昇した。

　依存財源である地方交付税、地方特例交付金、国県支出金、町債が、昨年度に比べ８．０％増加したが、

　自主財源比率の推移

45.2 39.8 36.2

自主財源

依存財源

5,409,828 4,998,903 5,510,472

自主財源比率 41.2 41.1

4,717,853 5,030,417

7,741,007 7,161,193 7,146,948

（単位：千円、％）

令和６年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度令和５年度

8,810,9546,713,013

（単位：％）

　　（３）経常一般財源の状況

　歳入構造の弾力性を見る指標に「経常一般財源比率」があるが、一般的に１００％を超える度合いが

103.7 102.5 103.2 104.5 101.8

　年度別推移

令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度

経常一般財源比率　＝

　経常一般財源とは、毎年度連続して経常的に収入される財源のうち、その使途が特定されず自由に

使用し得る収入をいう。

　令和６年度は、５年度に続き１００パーセントを超え１０３．７％であった。

高いほど経常一般財源に余裕があるとされている。

× 100 ＝　103.7％
経常一般財源等収入  　6,862,362（千円）

普通交付税＋標準税収入額等 　6,619,873（千円）

自主財源
4,998,903
(41.1%)

依存財源
7,161,193
(58.9%)

令和５年度

自主財源
5,409,828
(41.2%)

依存財源
7,741,007
(58.8%)

令和６年度

総額 13,150,835千円 総額 12,160,096千円
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　　（４）町税の状況

　　　①税徴収の状況は、次表のとおりである。

　　　　 糟屋地区各市町の徴収率の状況

１０５，３９９千円（対調定比２．８９％）である。

中では依然として下位に位置している。

　糟屋地区内では、どの市町も徴収に力を入れており、須恵町は、０．１０ポイント増加しているが、８市町の

　ファイナンシャルプランナーによる納税相談の実施等、徴収対策の効果が表れている。

　町税の決算額は、調定額 ３，６４５，４７１千円で、収入済額は ３，５３５，８０１千円（３，５３７，４２７千円－

１，６２６千円）（対調定比９６．９９％）、不納欠損額は ４，２７１千円（対調定比０．１２％）、収入未済額は、

令和４年度計 3,429,385 3,312,427 4,763 8,314 113,407 96.45%

個人

現年課税分

滞納繰越分

法人

現年課税分

滞納繰越分

固定資産税

純固定資産税

現年課税分

滞納繰越分

交付金

軽自動車税（旧法）

1,626 4,271 105,399

103,299 101,260 10 76 1,973

10 0 846 99.11%

0 76 1,127 25.51%

軽自動車税

環境性能割

種別割

現年課税分

滞納繰越分

98.02%

3,575,743 3,466,458 1,938 6,697 104,526 96.89%

0 319 127 0.89%

267,405 267,405 0 0 0 100.00%

450 4

96.99%

26,416 98.35%

0 100.00%

26,416 98.33%

7,704 99.52%

450 4 0 319 127 0.89%

6,867 6,867 0 0 0 100.00%

10 76 1,973 97.88%

27,167 7,551

18,036 18,036

0 904 18,712 27.79%

0 0

1,633,985 1,606,771

1,606,818 1,599,220

1,652,021 1,624,807

106 904

0

106 0

106 904

5,508 15.09%

295,899 296,615 1,150 15 419 99.85%

6,487 979 0

令和５年度計

不納欠損額 収入未済額 徴 収 率

D A-B+C-D （B－C）／A

1,510 2,972 76,883 95.08%

過納額

滞納繰越分

町たばこ税

1,615 412

96,432 94,393

3,645,471 3,537,427令和６年度計

94,817 93,981

B

98.91 98.73 98.09

令和５年度計 96.89 96.01 97.11 99.32 97.90 99.25

計 96.99 96.48 97.51 99.27 97.93

0.06

98.85 98.03

増減（ポイント） 0.10 0.47 0.40 △ 0.05 0.03 △ 0.34 △ 0.12

滞納繰越分 21.15 29.16 30.91 37.20 27.27 26.23 31.26 29.10

現年課税分 99.22 99.17 99.42 99.67 99.26 99.52 99.52 99.35

（単位：％）

須恵町 宇美町 志免町 粕屋町 篠栗町 久山町 新宮町 古賀市

（単位：千円、％）

98.03%

359 345 18,244 98.51%

360 2,957 70,956 94.40%

15 5,927

C

1 2,612 52,712 19.11%

1,150

1,251,513 1,233,283

68,397 13,074

302,386 297,594

税　　目
調 定 額 収入済額

A

町民税 1,622,296 1,543,951

1,319,910 1,246,357
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　　　②納付方法別収納状況

　　　　（イ） 一般納付　収納状況

税　　目 収納件数
前年度

収納件数
前年比 収納額

前年度
収納額

前年比 割合
前年度
割合

前年比 割合
前年度
割合

前年比

町　民　税
(普通徴収)

1,451 1,913 75.8% 33,019,373 39,223,495 84.2% 12.9% 15.1% -2.2P 12.1% 14.9% -2.8P

固定資産税 4,105 4,626 88.7% 93,509,240 113,904,815 82.1% 10.2% 11.6% -1.4P 5.8% 7.5% -1.7P

軽自動車税
(種別割)

1,326 1,471 90.1% 10,428,500 11,568,390 90.1% 11.0% 12.2% -1.2P 11.1% 12.5% -1.4P

国民健康保険税
(普通徴収)

3,747 4,257 88.0% 50,485,554 59,351,407 85.1% 14.9% 16.3% -1.4P 11.7% 13.7% -2.0P

合　　　計 10,629 12,267 86.6% 187,442,667 224,048,107 83.7% 12.0% 13.6% -1.6P 7.8% 9.7% -1.9P

　　　　（ロ） 口座振替納付　収納状況

税　　目 収納件数
前年度

収納件数
前年比 収納額

前年度
収納額

前年比 割合
前年度
割合

前年比 割合
前年度
割合

前年比

町　民　税
(普通徴収)

1,737 2,100 82.7% 85,294,091 77,450,482 110.1% 15.4% 16.6% -1.2P 31.2% 29.4% 1.8P

固定資産税 16,650 16,742 99.5% 647,675,400 609,280,000 106.3% 41.3% 42.2% -0.9P 40.5% 40.3% 0.2P

軽自動車税
(種別割)

835 851 98.1% 5,801,100 5,766,700 100.6% 6.9% 7.0% -0.1P 6.2% 6.2% 0.0P

国民健康保険税
(普通徴収)

9,011 10,199 88.4% 167,566,800 179,878,500 93.2% 35.8% 39.0% -3.2P 38.7% 41.6% -2.9P

合　　　計 28,233 29,892 94.5% 906,337,391 872,375,682 103.9% 31.8% 33.0% -1.2P 37.8% 37.9% -0.1P

　　　　（ハ） コンビニエンスストア納付　収納状況

税　　目 収納件数
前年度

収納件数
前年比 収納額

前年度
収納額

前年比 割合
前年度
割合

前年比 割合
前年度
割合

前年比

町　民　税
(普通徴収)

4,968 5,574 89.1% 68,456,944 75,017,068 91.3% 44.1% 44.1% 0.0P 25.0% 28.5% -3.5P

固定資産税 10,003 9,982 100.2% 181,929,325 179,446,812 101.4% 24.8% 25.1% -0.3P 11.4% 11.9% -0.5P

軽自動車税
(種別割)

5,646 5,897 95.7% 45,096,888 46,093,700 97.8% 46.9% 48.8% -1.9P 47.9% 49.8% -1.9P

国民健康保険税
(普通徴収)

8,111 8,216 98.7% 127,730,093 123,519,100 103.4% 32.3% 31.4% 0.9P 29.5% 28.6% 0.9P

合　　　計 28,728 29,669 96.8% 423,213,250 424,076,680 99.8% 32.4% 32.8% -0.4P 17.6% 18.5% -0.9P

件数割合
（件数／全件数）

収納額割合
（収納額／全収納額）

件数割合
（件数／全件数）

収納額割合
（収納額／全収納額）

（単位：円、％、ポイント）

件数割合
（件数／全件数）

収納額割合
（収納額／全収納額）
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　　　　（二）アプリ決済　収納状況

税　　目 収納件数
前年度

収納件数
前年比 収納額

前年度
収納額

前年比 割合
前年度
割合

前年比 割合
前年度
割合

前年比

町　民　税
(普通徴収)

252 235 107.2% 3,582,047 3,518,107 101.8% 2.2% 1.9% 0.3P 1.3% 1.3% 0.0P

固定資産税 556 508 109.4% 12,027,800 10,809,400 111.3% 1.4% 1.3% 0.1P 0.8% 0.7% 0.1P

軽自動車税
(種別割)

230 215 107.0% 1,786,500 1,612,500 110.8% 1.9% 1.8% 0.1P 1.9% 1.7% 0.2P

国民健康保険税
(普通徴収)

400 357 112.0% 6,333,200 5,711,500 110.9% 1.6% 1.4% 0.2P 1.5% 1.3% 0.2P

合　　　計 1,438 1,315 109.4% 23,729,547 21,651,507 109.6% 1.6% 1.5% 0.1P 1.0% 1.0% 0.0P

　　　　（ホ）共通納税　収納状況

税　　目 収納件数
前年度

収納件数
前年比 収納額

前年度
収納額

前年比 割合
前年度
割合

前年比 割合
前年度
割合

前年比

町　民　税
(普通徴収)

2,863 2,823 101.4% 83,454,802 67,785,038 123.1% 25.4% 22.3% 3.1P 30.5% 25.8% 4.7P

固定資産税 8,959 7,858 114.0% 665,087,784 598,200,161 111.2% 22.2% 19.8% 2.5P 41.6% 39.6% 2.0P

軽自動車税
(種別割)

4,000 3,647 109.7% 30,988,091 27,442,010 112.9% 33.2% 30.2% 3.0P 32.9% 29.7% 3.3P

国民健康保険税
(普通徴収)

3,880 3,148 123.3% 80,459,223 63,481,654 126.7% 15.4% 12.0% 3.4P 18.6% 14.7% 3.9P

合　　　計 19,702 17,476 112.7% 859,989,900 756,908,863 113.6% 22.2% 19.3% 2.9P 35.8% 32.9% 2.9P

　　　　る。今後も収納方法のひとつとして活用され、さらに納税者にとっても利便性がある収納方法を模索されたい。　

　　　　統一QRコード決済」による共通納税システムの利用拡大により、アプリ決済からの移行が今後も進むことが考えられ

件数割合
（件数／全件数）

収納額割合
（収納額／全収納額）

件数割合
（件数／全件数）

収納額割合
（収納額／全収納額）

（単位：円、％、ポイント）

　　　　る。

　　　　　納付方法別収納状況では、令和４年度から、口座振替納付及びコンビニエンスストア納付件数、収納額は、横ば

　　　　いであるが、一般納付からキャッシュレス決済への納付方法の移行が引き続き顕著になっている。

　　　　　キャッシュレス決済での電子納付は、従来のアプリ決済に加えて、令和５年度から利用できるようになった「地方税

　　　　　キャッシュレス決済での納付は、いずれも納税者にとって利便性があり、収納率を上げる手段として有効と考えられ
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（単位：件、円）

（単位：件、円）

46,050

及び負担金 負担金
46,050 時効消滅

児童福祉費負担金 福祉施設費負担金

計 4

款 項 目 金　額 事　由

12.分担金 2.民生費1.負担金

節

2.滞納繰越分

細　節

滞納繰越分児童

件数

4

件数 金　額

64 395,404

56 373,9001

3

金　額

15,591

54,000

180,000

令
和
６
年
度
 

地
方
税
法
根
拠
法
令
別
の
内
訳

区　分
個人町民税 法人町民税 固定資産税 軽自動車税

6,696,795

641 8,313,562

120,20028296,900290

（行方不明）

第１５条の７
第１項第３号

（生活困窮）

0615,97249

0569,71342

第１５条の７
第１項第２号

2,956,658

4,537,795

4,982,562

1

計

件数
区　分

令和６年度

令和５年度

令和４年度

件数 金　額

個人町民税

220

248

319

法人町民税

件数

固定資産税

件数 金  額

軽自動車税

46 264,600

15,591 112 904,300 64 395,404

89 1,335,643 0 0 80

金額

計

金　額件数 金　額 件数 金　額

397 4,271,953

490

112 904,300

185 1,731,100

273 2,886,400

件数 金　額

0 3 20,100 3 27,300

第１５条の７
第５項

　　　③不納欠損額の状況

　　　　（イ）地方税法の規定による不納欠損額の状況

　令和５年度に比べ不納欠損の件数は ９３件の減、金額は ２，４２４，８４２円減少している。

　納税義務の公平性を維持するために、今後も、滞納者個々の実態把握に努め、滞納整理等関係法令

に基づく措置については、十分に調査、検討及び滞納整理時期等に注意し、債権の適切な管理及び処

分に努められたい。また、財政事情の厳しい折、税収等の自主財源の収納には、鋭意総力を結集して、

引き続き不納欠損額の減少を図られたい。

　　　　（ロ）地方自治法第２３６条の規定による町税以外の不納欠損額の状況

（即時）

（無財産）

第１５条の７
第１項第１号

8 74,704

4 19,385

件数

第１８条第１項

（５年時効経過）

15,591 0 0

0 0 0

587,300 25 173,200

0 0 0

36 415,945 1

220 2,956,658 1
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11.災害復旧費

予算現額欄内の（　　　　　）は、翌年度への繰越額である。

　支出済額の主なものは、民生費 ５，１２７，３０３千円（構成比３９．８％）、総務費 ２，３１８，６８４千円（構

成比１８．０％）、教育費 １，３６３，９６４千円（構成比１０．６％）である。

　支出済額を前年度と比較すると、 １，００２，４７８千円（８．４％）増加している。これは主に、消防費が

 ４８１，１８６千円（１３３．７％）、土木費が ４８７，００８千円（７６．２％）、総務費が ４１０，８９６千円（２１．５％）

増加したことによるものである。

3.0

16.1

8.9 1,149,998 9.7 △ 326 △ 0.0

8.土木費
(14,560)

1,125,897 6,702 487,008 76.2

0.0 0.0 -

1,192,170

26,470

12.公債費

1,147,159

155,003

　　（２）款別決算額、構成比及び前年度比較の状況は、次表のとおりである。

△ 0.91.議会費

5.労働費

6.農林水産業費

7.商工費

2,427,064

5,323,777

　３．歳出の状況

　　（１）年度別歳出額の状況は、次表のとおりである。

（単位：千円、％）

予算現額 支出済額 繰越額 不用額 執行率

令和６年度 13,866,652 12,874,374 582,096 410,182 96.9

令和５年度 12,363,643 11,871,896 137,727 354,020 97.1

令和４年度 12,644,971 11,792,859 294,100 558,012 95.5

（執行率は、予算現額から繰越額を除いて算出）

予算現額 支出済額 不用額 構成比 支出済額 構成比 増減額 増減率

令和６年度 令和５年度 前年比

（単位：千円、％）

款

　決算額は、予算現額 １３，８６６，６５２千円に対し、支出済額 １２，８７４，３７４千円（対予算比９２．８４％）

で、翌年度繰越額は ５８２，０９６千円、不用額は ４１０，１８２千円である。

　支出済額を前年度と比較すると、 １，００２，４７８千円（８．４％）増加している。

13.予備費

1,002,478

7,710

1.2

0.2

0

184,319

110,480 0.9

18,357 0.0

1,933,063

662,415 661,907 508 5.2 650,007

13,738

43,321

6.5

10.6

359,803

1,914,156

0

110,478 108,194 2,284 0.8 109,138 0.9 △ 944

4.衛生費 1,149,672 42,498

2.総務費
(5,445)

2,318,684 102,935

3.民生費
(28,064)

5,127,303 168,410

148,765

24,634

6,238

1,836

10

00

計
13,866,652
（582,096）

12,874,374 410,182 100.0 11,871,896

18,357

862,976

10

9.消防費

10.教育費

(8,249)

(525,778)

840,989

1,363,964

1.8

-

5.5

0.0

100.0

11,900

0

8.4

481,186 133.7

4,365 3,345 0.0 28,566

0

18.0 1,907,788

39.8 4,818,752

0.2 △ 24,201 △ 84.7

△ 550,192 △ 28.7

8.8 638,889 5.4

16.1 410,896 21.5

40.6 308,551 6.4

△ 35,554

△ 85,846

1.6 △ 19.3

△ 77.7
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28,064

14,560

8,249

475,838

合　　　　　　　　　　　　計 582,096

 3.民生費

 8.土木費

 9.消防費

 4.社会教育費
 3.文化会館

文化会館舞台吊物改修事業 49,940
　 管理運営費

 2.小学校費  1.学校管理費

 2.総務費  1.総務管理費  13.電算管理費 標準化情報システム導入業務委託 5,445

第一小学校長寿命化事業

10.教育費

 1.消防費  4.災害対策費 避難所環境改善事業

 2.道路新設
 2.道路橋梁費

   改良費
芋堀～西原線道路改良事業

 1.社会福祉

   総務費
 1.社会福祉費 低所得世帯支援給付金事業

　翌年度繰越額の明細  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

款 項 目 事業名 金　額
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　増減の主なもの（目的別）

町債償還金増 ２年度借入債元利償還金増

教育費

〖減額〗

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

教育費

災害復旧費

（単位：千円）

区　分 主　　な　　事　　業 前年度比

行政改革推進包括業務委託料 16,745

ふるさと応援寄附金事業 25,317

シティプロモーション推進業務委託料 30,791

定額減税補足給付金事業 273,941

衆議院議員、県知事、県議補欠選挙費 32,018

新たな低所得世帯支援給付金 48,540

低所得世帯・こども加算支援追加給付金 91,630

354,171

粕屋南部消防組合負担金 28,616

民生費

須恵町外二ケ町清掃施設組合負担金 115,456

森林整備調査点検等業務委託料 12,214

道路新設改良事業費 11,854

名引水路改良工事請負費 17,590

住民税均等割のみ課税世帯支援給付金 51,100

障がい者支援費・自立支援給付費 109,245

地域活性化センター改修工事請負費 49,983

児童手当 92,870

保育実施負担金及び委託料 53,157

（単位：千円）

区　分 主　　な　　事　　業 前年度比

中部防災センター（仮称）建設事業 449,399

第一小公共下水道接続工事請負費 48,730

須恵中体育館長寿命化、空調整備工事設計業務委託料 45,812

須恵中キュービクル改修工事請負費 45,531

11,900

〖増額〗

公債費

総務費

消防費

緑地管理一番田地区法面対策工事請負費 12,222

衛生費

農林水産業費

土木費

公共下水道事業特別会計繰出金

庁舎エレベーター改修工事請負費 △ 26,400

須恵町PR事業 △ 17,618

低所得世帯支援給付金 △ 290,620

国民健康保険特別会計繰出金 △ 33,087

新型コロナウイルスワクチン接種事業費 △ 114,954

文化会館舞台吊物改修工事請負費 △ 47,300

テニスコート人工芝張替工事請負費 △ 44,507

県道拡幅スポーツ公園駐車場撤去工事請負費 △ 10,836

農地農業用施設災害復旧工事請負費 △ 18,483

農業集落排水事業特別会計繰出金 △ 34,501

堆肥センター管理運営事業 △ 18,083

生活支援商品券発行事業 △ 85,743

第一小長寿命化改良工事請負費 △ 275,110

第三幼児園（仮称）建設事業 △ 285,943
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ア　義務的経費（人件費、扶助費、公債費）

経費であり、当年度は ５，７７７，２９０千円で、前年度より ５８１，９２２千円（１１．２％）増加している。

　これは主に、定額減税補足給付金、児童手当、障がい者自立支援給付費等により扶助費が ４４７，０５９千

円（１４．１％）増加したことによるものである。

イ　投資的経費（普通建設事業費、災害復旧事業費）

費であり、当年度は １，３００，９２８千円で、前年度より ６９，００３千円（５．０％）減少している。

　これは主に、普通建設事業費が、第一小学校長寿命化改良工事、第三幼児園（仮称）改築工事の事業の

　投資的経費は、道路・橋梁・学校の建設等、必要な行政水準の向上のための資本形成に直接寄与する経

義務的経費

人　件　費 1,493,551 11.6 1,370,588 11.5 122,963 9.0

3,621,832 28.1 3,174,773 26.7 447,059 14.1

△ 84.7

公　債　費 661,907 5.1 650,007 5.5 11,900 1.8

扶　助　費

計 5,777,290 44.8 5,195,368 43.7 581,922 11.2

投資的経費

普通建設事業費 △ 3.3

災害復旧事業費 4,365 0.0

　　（３）性質別決算額及び前年度比較は、次表のとおりである。

（単位：千円、％）

令和６年度 令和５年度 前年比

支出済額 構成比 支出済額 構成比 増減額 増減率

△ 5.0

その他の経費

物　件　費 2,360,471 18.3 2,228,422 18.8 132,049 5.9

計 1,300,928 10.1 1,369,931 11.5 △ 69,003

13.1 1,280,351 10.8 401,444

1,296,563 10.1 1,341,365 11.3 △ 44,802

28,566 0.2 △ 24,201

7.1

維持補修費 54,432 0.4 54,337 0.5 95 0.2

補助費等 1,681,795

繰　出　金 1,064,580 8.3 1,421,111 12.0 △ 356,531 △ 25.1

31.4

積　立　金 316,488 2.5 295,567 2.5 20,921

令和４年度 令和３年度 令和２年度令和６年度

投資及び出資金 318,390 2.5 26,809 0.2 291,581 1,087.6

計 5,796,156 45.1 5,306,597 44.8 489,559 9.2

2,975,566 1,910,0513,621,832

11,871,896 11,792,859 11,480,015 13,397,66112,874,374

合計 12,874,374 100.0 11,871,896 100.0 1,002,478 8.4

　　　（性質別決算額の推移）

5,195,368 4,797,631 5,084,575 3,983,3955,777,290義務的経費

（単位：千円）

令和５年度

1,300,928投資的経費

その他経費

　義務的経費は、財政の健全性・弾力性を見るための性質別分類として、その支出が任意に削減できない

　　　（義務的経費のうち、扶助費の決算額の推移）

5,306,597 6,182,525 5,800,954 8,420,8585,796,156

（単位：千円）

令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度

1,369,931 812,703 594,486 993,408

合計

令和６年度

扶助費 3,174,773 2,842,850
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７％）、それぞれ減少したことによるものである。

ウ　その他の経費（物件費、維持補修費、補助費等、繰出金、積立金、投資及び出資金）

いているものといえる。

進捗に伴い １，２９６，５６３千円に（△３．３％）、災害復旧事業費が事業の進捗に伴い ４，３６５千円に（△８４．

は弾力性があり、健全な財政であるといえるが、依然として義務的経費のウエイトは高く、財政の硬直化が続

　その他の経費は、 ５，７９６，１５６千円で、前年度より ４８９，５５９千円（９．２％）増加している。

　これは主に、下水道事業法適化への補助金の増、清掃施設組合への負担金の増などで、補助費等が ４０１，

４４４千円（３１．４％）増加したことなどによるものである。

　歳出総額に占める義務的経費の割合が低く、建設事業費等の投資的経費の割合が高いほど、財政構造
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有限会社長島建設須恵営業所

中部防災センター（仮称）建設工事 440,770 97.99 因・吉松特定建設工事共同企業体

芋堀～西原線道路改良工事２工区 22,855

（単位：倍）

（単位：千円、％）

なる標準財政規模額が ５．２％の増加のため、歳出決算倍率は ０．０６ポイント、４年度並みまで上昇した。

　令和元年度の県内６０市町村の平均値１．９９倍を下回る数値で推移していたものの、令和２年度におい

て、特別定額給付金事業費　（２，８６５，４００千円）の影響で２．２８倍と、令和元年度から０．６４増加してい

たが、令和３年度は、特別定額給付金事業費が皆減し、令和２年度比 ０．４８ポイント減少し、平年度化の

94.5

令和５年度

94.6

令和２年度

2.28

　１０,０００千円以上の工事

1,344,848

令和６年度

97.19 株式会社山翔

名引水路改良工事 17,590 98.15 株式会社山翔

株式会社九州緑化産業

芋堀～西原線道路改良工事 24,886 97.89 株式会社富士

令和５年度 令和４年度 令和３年度

令和４年度 33

31

1.94 1.88 1.94 1.80

94.6534,547

　※単純平均落札率  （各工事１件ごとの落札率の合計÷入札件数）

度より大幅に増加している。

望む。

　　（５）公共工事契約の状況

（単位：件、千円、％）

件数 契約総額 平均落札率

令和３年度 29 290,465 94.8

令和６年度 26 783,078

89.97

須恵中学校受変電設備改修工事 43,780

一番田地区法面対策工事 10,968 86.20

94.54

城山～新原線舗装補修工事 21,778 86.64

97.56

上須恵～平原線舗装補修工事 10,230 94.90

岩崎～古宮線歩道改良工事 43,199

　　（４）歳出決算倍率

　歳出決算額を標準財政規模で除して得た指数を歳出決算倍率という。高い倍率が恒常的に続く場合に

は、財政破綻につながる恐れがある。

傾向を示しており、令和６年度は、分子となる歳出決算額が５年度決算に比べ ８．４％の増に対し、分母と

有限会社池辺電気

工　　　　事　　　　名

株式会社西日本空調システム

契約金額 落札率 請負業者

第一小学校公共下水道接続工事 48,730 98.15 有限会社森広設備工業

地域活性化センター空調設備改修工事（２期） 40,352

株式会社INOUEコーポレーション

　競争原理を働かせ、適正な価格で調達できるよう、今後も、公正で、適正な競争と透明な手続きの継続を

　一般会計における公共工事の入札件数は ２６件で、契約金額の合計は ７８３，０７８千円である。

　令和６年度は、中部防災センター（仮称）建設工事の ４４０，７７０千円が契約総額を押し上げて、令和５年

　単純平均落札率（※）は、昨年度と比較し、０．１ポイント降下したが、依然として高い数値で推移している。

福岡道路株式会社
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地域活性化センター空調設備改
修事業債

39,100 △ 29,600 8,200
民生債

総務債

千円増嵩している。

3,900

文化会館舞台吊物改修事業債 44,900

223,400

道路改良事業債 27,100

一般会計出資債 15,900

8,000緊急防災・減災事業債 459,900

7,289,784

　※地方債現在高倍率 ＝ ７，６２８，４７９千円（町債現在高）÷６，６４５，９５０千円（標準財政規模）

災害復旧債

467,900

35,540

397,300 △ 397,300

土木債

衛生債

観光施設災害復旧事業債

年度については、分母である標準財政規模が増加したことに伴うものである。

　地方債現在高倍率（※）は、町債現在高を標準財政規模で除したもので、将来の公債負担を把握

令和４年度 令和３年度

△ 443,660

令和５年度

650,007

7,412,579

608,107

1.241.15

　令和６年度の地方債の借入額は ８５１，３１７千円で、中部防災センター（仮称）建設に充当の緊急

防災・減災事業債 ４６７，９００千円、第三幼児園（仮称）改築事業債 ２２３，４００千円、須恵中学校

7,381,919

償
還
額 計

償還未済額

547,893752,468

（単位：千円、倍）

第三幼児園（仮称）改築事業債 231,200 △ 7,800

1,200 1,100

須恵中学校キューピクル改修事
業債

54,000 △ 13,100

須恵中学校体育館長寿命化事業
債

教育債
27,300 27,300

　４．町債の状況

　　　（令和６年度の借入額）

　　（１）地方債の借入状況

当初予算 補正額 借入額起債事業区分 繰越明許費

（単位：千円）

臨時財政対策債 26,077

地域活性化センター照明改修事
業債

須恵第一小学校長寿命化事業債

△ 44,900

851,317

851,317

　　　（借入額および償還額等の推移）

計

令和２年度令和６年度

消防債

歴史民俗資料館照明改修事業債 1,700 △ 300 1,400

382,877913,800

借　入　額 514,881 655,057

△ 1,4609,900

1.20

る指標となり、その数値は １．１５倍で、令和５年度より ０．０２ポイント下降しているが、これは、令和６

7,628,479

1.16

7,300,570

578,815635,417 607,016 573,708

利　　子 29,29226,490 19,265

1.17

629,673

地方債現在高倍率

661,907

キューピクル改修事業債 ４０，９００千円等が主なものとなっている。

　償還未済額は、７，６２８，４７９千円で、６年度の借入額が対前年比増により、５年度より、２１５，９００

626,281 596,189

22,481

元　　金

20,334

0

15,600

0

40,900

40,000 △ 13,923

3,900
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↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓

90.1 90.7

6.0 7.1

0.619 0.633

　糟屋地区各市町においても志免町を除き ９０％を超えている。

　財政構造の弾力性を示す指標として「経常収支比率」がある。この比率は、人件費、扶助費、公債費等

の毎年経常的に支出される経費に、町税、地方（普通）交付税、地方譲与税を中心とする経常一般財源

収入がどの程度充当されているかを見るもので、この比率が低いほど普通建設事業費等の臨時的経費

決算）では、町村の経常収支比率の平均値は ８８．２％で、９０％を下回っているところである。

　須恵町の令和６年度の比率は ９０．２％と、昨年度から １．４ポイント下降している。

　５年度に比べて、分母となる経常一般財源収入の、町税及び地方（普通）交付税は伸びたものの、分子

となる人件費、扶助費の義務的経費、補助費等の経常経費支出もなお増加傾向にあり、４年度以降９０％

を超える比率となっており、これまでのような、地方（普通）交付税頼みの歳入構造からの脱却を図るととも

令和 ２ 年度

令和元年度

92.5 95.7 89.3 92.1

90.9 94.5 92.3 89.7

98.9 87.497.590.393.3

95.4 94.8

90.4 89.7 96.4 91.0

96.5 90.3 93.0 97.9 90.1

90.4 91.8

平成３０年度

平成２８年度 88.6

平成２９年度

86.7 95.1 90.4 95.7

86.7 89.9 95.0

96.3 90.896.0 93.7

（単位：％）

93.2 90.7

須恵町 宇美町 志免町 粕屋町

令和 ５ 年度 91.6 93.1 89.9 89.2

古賀市

97.1 90.0 88.6 93.4

新宮町篠栗町

に充当できる一般財源に余裕があり、財政構造が弾力性に富んでいることになる。

　地方財政法に基づき、毎年総務省が地方財政の状況を示す「地方財政白書」令和７年版（令和５年度

90.6 86.8 84.7 84.3

95.9 94.0 88.1 88.3

久山町

90.6 90.7

に、サービスの整理等を行い歳出の抑制と自主財源の確保に努めなければ、今後も財政構造の硬直化

が懸念される。

　平成２８年度からの糟屋地区各市町の経常収支比率の状況は、次のとおりである。

（３）実質収支比率

令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度

90.2

0.626

3.9

91.6 90.9 86.2 92.5

0.616 0.618

4.6 6.1

　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 ６００，０００千円であっ

たが、借入れはなかった。

　　（２）一時借入金

令和 ３ 年度 86.2

令和 ６ 年度 90.2 92.8 87.7

89.3 85.4 85.1

令和 ４ 年度 90.9 90.9 89.7 87.9

92.1

　５．財政状況

　　（１）経常収支比率

財 政 指 標

（単位：％）

（１）経常収支比率

（２）財政力指数
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↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓

0.892 0.7080.626 0.605 0.749 0.878 0.600

平成２８年度 0.574 0.577 0.731 0.837

0.589 0.848 0.884 0.700

平成２９年度

平成３０年度 0.615 0.604 0.747 0.865

0.595 0.595 0.737 0.852 0.569 0.811

0.544 0.785 0.862 0.678

0.6870.871

令和元年度

0.605 0.873令和 ２ 年度 0.633 0.609 0.752 0.888

0.880

令和 ３ 年度 0.619 0.599 0.735 0.874

0.597 0.787 0.861

0.903

0.683

0.824 0.882 0.692

0.712

0.599

令和 ４ 年度 0.618 0.594 0.727 0.861

0.626 0.584 0.721 0.851 0.604

　糟屋地区においては、５町が上昇しており、かつ、須恵町は糟屋地区の中では下位の数値である。

須恵町 宇美町 志免町 粕屋町 篠栗町 久山町 新宮町 古賀市

　　（２）財政力指数

　地方交付税の規定により算出した「基準財政収入額」を「基準財政需要額」で除して得た数値の過去

 ３カ年の平均値をいい、地方公共団体の財政力を示す指標として用いられ、「１」に近く、或いは「１」を

超えるほど財源に余裕があることを示す。

　令和５年度まで下降が続いていたが、令和６年度の指数は ０．６２６と令和元年度の水準まで上昇した。

　　（３）実質収支比率

　実質収支比率については、７ページのとおりである。

　平成２８年度からの糟屋地区各市町の財政力指数の状況は、次のとおりである。

0.751 0.832 0.666

令和 ５ 年度 0.616 0.582 0.717 0.848 0.599 0.758 0.833 0.666

令和 ６ 年度
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　こうした状況の中、財政の硬直化を招くことのないよう、経常経費の縮減を図っていく必要があるが、事

業の実施に当たっては、「選択と集中」を図り、優先順位を明確化し、効率の低い事務事業については縮

小・廃止等の見直しを行うなど、適正かつ効率的な財政運営の構築に努めていただきたい。

分子となる人件費、扶助費の義務的経費、補助費等の経常経費支出もなお増加傾向にあることからであ

る。また、３～５％程度が望ましいとされている実質収支比率（３．９％）は、前年度と比べ０．７ポイントの減

少となった。

　本町の財政指標は、概ね一定の水準を維持しているものの、扶助費をはじめとした義務的経費が引き

続き増加傾向にあるほか、物価高騰の長期化による固定費の増加も懸念されるなど、今後とも財政需要

の増大が見込まれる。

必要がある。よって今後は、統一的な視点による適正化に向けた交付基準を策定する必要がある。

　決算審査の過程における補助金交付事務のヒアリングの中で、実績確認の手続きにおいて収支決算書

むすび

ャルプランナーによる納税相談の実施等の対応により近年の収納率向上の要因となっているものと考える。

寄附金及び地方交付税によるもの、歳出の増加は、主に土木費、消防費及び総務費の増加によるもので

　自主財源の確保、また負担の公平性の確保を図る観点からも、引き続き、収納率の向上及び収入未済

　当年度の一般会計歳入総額 １３，１５０，８３５千円、歳出総額 １２，８７４，３７４千円となり、前年度と比べ、

歳入は ９９０，７３９千円、歳出は １，００２，４７８千円、それぞれ増加している。歳入の増加は、主に繰入金、

ある。歳入歳出差引額は、 ２７６，４６１千円の黒字で、歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源

１５，６９８千円を差し引いた実質収支も ２６０，７６３千円の黒字となっている。

　当年度の一般会計決算において、特筆すべき事項は次のとおりである。

（１）財政運営全般

の書類審査のみで補助金額を確定するといった事務処理が散見された。補助金交付事務においては、

事業終了後の実績確認は極めて重要であり、交付目的の効果や成果、事業効果などを十分に検証する

 　ア　財政指標等

　財政基盤の強さを示す財政力指数（０．６２６）は、前年度（０．６１６）と比べ０．０１ポイント増加し、令和元

年度の水準まで上昇した。

　財政構造の弾力性を示す経常収支比率（９０．２％）は、前年度（９１．６％）と比べ１．４ポイント下降にと

どまったのは、算出の分母である経常一般財源収入の、町税及び地方（普通）交付税は伸びたものの、

 　イ　町債と基金の状況

　町債の当年度末現在高は、前年度から ２１５，９００千円増加し ７，６２８，４７９千円となっており令和２年

度以降で最も多い金額となっている。

　また、基金については、当年度末現在高は ４，８７９，７９８千円で、前年度より ５１，９３０千円減少してい

る。

　財政調整基金をはじめとする基金は、財政を取り巻く環境が厳しい中にあっては、安定した財政運営を

行う上で重要な役割を果たしている。頻発する自然災害や想定される巨大地震など、今後の不測の事態

に備え、引き続き一定の金額を確保するとともに、効果的な活用及び運用に努めていただきたい。

（２）収納対策の強化

（３）補助金交付事務の適正化

 　ア　収納率等の状況

　当年度の一般会計における町税の収納率（９６．９９％）は、前年度と比べ０．１ポイント向上した。町税の

収納率は年々向上しており、当年度の収納率は、令和元年以降で最も高い数値となっている。また、収

入未済額は １０５，３９９千円で、前年度から ８７３千円増加している。収納対策については、ファイナンシ

額の縮減に向けて取り組んでいただきたい。
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解決や更なる発展に向けた施策を着実に推進していく必要がある。今後も町民の期待に応えるべく引き

続き「須恵町第七次総合計画」の長期展望のまちづくりと「中期財政計画」に沿った堅実及び持続可能

な財政運営の実現に向けて、全庁的に取り組んでいただくよう要望し、まとめとする。

　最後に、行財政運営全般においては、高く評価できるが、今後も近年の異常気象に起因する大雨災害

への備えと対応、熱中症、感染症対策等の新たな課題への対応、少子高齢化に伴う扶助費の増加や老

　また、補助金の交付に当たっては、慣例的に継続化することのないよう、補助金の必要性や補助金額

　本町は、令和５年度に町制施行７０周年を迎え、社会経済情勢が大きく変わり続ける中、直面する課題

果や必要性を精査するとともに、時代の変化により生じる様々な町民ニーズを的確に把握し、優先順位

を見極めながら、限られた財源の適切な活用に努めていただきたい。

朽化する公共施設やインフラ整備への対応、さらには物価高騰による固定経費の増額もあり、財政需要

の増大が見込まれることから、職員一人ひとりがこうした現状を認識し、強いコスト意識を持って事業の効

の妥当性について、単年度ごとに必ず評価・検証を行っていただきたい。
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保険基盤安定繰入金の増によるものである。

　◇特別会計

1．各特別会計の決算の状況

令和５年度
実質収支

令和６年度
単年度収支

（単位：円）

後期高齢者医療

2,602,869

31,061,123

30,693,784

620,433

国民健康保険

○実質収支・・・・・・・・収支の差引額から翌年度へ繰り越す必要のある財源を控除した純剰余金

○単年度収支・・・・・・当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額で、その会計の当該

   年度の実質的な収支の差額を表すもの

２．一般会計からの繰入金の状況

（単位：円）

令和６年度 令和５年度 増減額

273,028,466 △ 33,087,060

後期高齢者医療 123,326,401 122,400,340 926,061

　後期高齢者医療特別会計に対する一般会計からの繰入額は、９２６，０６１円増加しているが、これは主に

　令和６年度からの公共下水道事業、農業集落排水事業の公営企業会計への移行により、一般会計から国

　国民健康保険は、平成３０年度に国保制度改正が行われ、県が財政運営主体となったことに伴い、共同事

業拠出金が廃止されるなど、財政規模は縮小している。

　国民健康保険特別会計に対する一般会計からの繰入額は、３３，０８７，０６０円減少しているが、これは保

険基盤安定繰入金（保険税軽減分、保険者支援分）を始め、赤字補填分のその他一般会計繰入金 １５，

民健康保険、後期高齢者医療特別会計への繰入金総額は、３６３，２６７，８０７円で、令和５年度より ３２，

 １６０，９９９円減少している。

令和６年度
実質収支

33,296,653

31,681,556

９００，０００円等の減によるものである。 

歳入総額

2,805,161,596

518,898,038

歳出総額

2,771,864,943

487,216,482

計 363,267,807 395,428,806 △ 32,160,999

国民健康保険 239,941,406
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7

8

円

円

（単位：円、％）

予算現額と収
入済額比較

33,252,361

400

0

500

△ 2,594

△ 131

19,060

収　入
未済額

歳入対比

予算対 調定対

107.1

100.3

100.0

100.0

100.0

101.2 93.6

100.3

-

100.0

-

100.0 100.0

合　　計 2,771,892,000 2,771,864,943 27,057 100.0 100.0

公　　　　 債　 　　　費 0 0 0 － 0.0

保 　健 　事 　業 　費 31,949,000 31,938,047 10,953 100.0 1.2

財政安定化基金拠出金 0 0 0 － 0.0

　歳出決算額では、支出済額が０の科目を除き、１００％の執行率である。

予　　　　 備　　　　 費 0 0 0 － 0.0

諸　　 支　　 出　　 金 2,472,000 2,471,633 367 100.0 0.1

国民健康保険事業費
納付金

738,153,000 738,151,016 1,984 100.0 26.6

保 　険 　給 　付 　費 1,967,423,000 1,967,419,798 3,202 100.0 71.0

総　　　 　務 　　　　費 31,895,000 31,884,449 10,551 100.0 1.1

合　　　計 2,771,892,000 2,996,267,614 2,805,161,596 10,453,818 181,125,100

款 予算現額 支出済額 不用額 執行率

歳出

（単位：円、％）

　　（国民健康保険税収入済額には、過納額 472,900円を含む。）

　歳入の予算対比はすべての区分で １００％以上ではあるが、調定対比では国民健康保険税のみが ７２．３％で、

合計で ９３．６％に引き下げている。

構成比

33,269,596

239,941,406 0 0 100.0

0

72.3

100.0

町　　　　　　　債 0 0 0 0 0

諸　　　収　　　入 5,490,000 5,509,060 5,509,060 0 0

0

歳入歳出差引額

県 　支 　出　 金 2,049,689,000 2,049,689,500 2,049,689,500 0 0 100.0

国 庫 支 出 金 7,581,000 7,581,000 7,581,000 0 0 100.0

繰　　　越　　　金 2,603,000 2,602,869 2,602,869 0 0

繰　　　入　　　金 239,944,000 239,941,406

実 質  収 支 額

33,296,653

33,296,653

負傷、出産または死亡に関して、必要な給付を行うために設置されている特別会計である。

　国民健康保険特別会計は、被用者保険や後期高齢者医療制度の適用者以外の人を被保険者とし、その疾病、

　　（１）予算調定対比

　３．国民健康保険特別会計

国民健康保険税 466,441,000 690,799,379 499,693,361 10,453,818 181,125,100

歳入

款 予算現額 調定額 収入済額
不　納
欠損額

使用料及び手数料 144,000 144,400 144,400 0
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税率は据え置いている。

諸　　　 収　　　 入 5,509,060 0.2 3,333,528

　国民健康保険税は、令和６年度においても、県から示された標準保険税率が上がっているものの、保険

　被保険者数の減少及び、収入が減少する見込みの世帯に対する減免により、税収は、 ７，７８１，１３７円

合　　計 2,805,161,596 100.0 2,850,758,632 100.0 △ 45,597,036

 （１．５％）減少している。

１　国民健康保険税

　収入済額は、 ４９９，６９３，３６１円で、前年度と比較すると ７，７８１，１３７円 （１．５％）減少している。

２　使用料及び手数料

　収入済額は、 １４４，４００円で、前年度と比較すると ２４５，８００円 （６３．０％）減少している。

　その内訳は、督促手数料 １４４，４００円である。

３　国庫支出金

４　県支出金

　決算額は、歳入２，８０５，１６１，５９６円であり、前年度と比べて ４５，５９７，０３６円（１．６％）減少した。

　　（２）対前年決算比較は、次表のとおりである。

使用料及び手数料 144,400 0.0 390,200 0.0 △ 245,800

収入済額 構成比

国民健康保険税 499,693,361 17.8 507,474,498 17.8

款
令和６年度

歳入

収入済額 構成比

（単位：円、％）

増減率

△ 1.5

△ 63.0

増減額

0 0.0 0

５　繰入金

　収入済額は、 ２３９，９４１，４０６円で、前年度と比較すると ３３，０８７，０６０円 （１２．１％）減少している。

-

　収入済額は、 ２，０４９，６８９，５００円で、前年度と比較すると ９，６４３，５００円 （０．５％）減少している。

　収入済額は、 ７，５８１，０００円で、社会保障・税番号制度システム整備費補助金である。

健康保険税繰入金が １６３，２０２円繰入れられている。

被保険者返納金 ２，３５５，２６２円である。

　その内訳は、保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） １００，６３５，２２５円、保険基盤安定繰入金（保険者支

援分） ５３，５６１，９６４円、４年度から繰入れられている、未就学児均等割保険税繰入金 １，４８８，６８２円、給

与費等繰入金 ２３，７６８，０００円、出産育児一時金繰入金 ３，３３３，３３３円、財政安定化支援事業繰入金

６　繰越金

　収入済額は、 ２，６０２，８６９円で、前年度と比較すると ４，５４０，０７１円 （６３．６％）減少している。

７　諸収入

　収入済額は、 ５，５０９，０６０円で、前年度と比較すると ２，１７５，５３２円 （６５．３％）増加している。

　その内訳は、一般被保険者延滞金 １，７８７，０６７円、一般被保険者第三者納付金 １，３６６，７３１円、一般

 ３６，２９１，０００円、赤字補填のための、その他一般会計繰入金 ２０，７００，０００円、５年度から産前産後国民

繰　　　 越　　　 金

0.1 2,175,532

0.0 7,525,000

0.3 △ 4,540,071

72.2 △ 9,643,500

0.1

町　　　　　　　　 債

△ 1.6

0 0.0

2,602,869

令和５年度

　収入済額が減少した要因は、次のとおりである。

13,437.5

△ 0.5

△ 12.1

△ 63.6

65.3

9.6 △ 33,087,060

△ 7,781,137

国　庫　支　出　金 7,581,000 0.3 56,000

7,142,940

繰　　　 入　　　 金

県　　支　　出 　金 2,049,689,500 73.1 2,059,333,000

239,941,406 8.5 273,028,466
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相談を行い、また納期限を過ぎても納付されず、納税相談もない場合は、滞納処分（財産差押）を行うなど、

被保険者の公平性の確保及び不納欠損につながらないよう収納の強化を望むものである。

１００円（対調定比２６．２２％）である。

　収納率は７２．２７％で、前年度より０．２４％向上している。

　収入済額は ４９９，２２０，４６１円で、前年度より ８，０１２，４３７円（１．６％）減少している。

前年度比較 △ 8,012,437 △ 15,319,991 △ 16,985,677 △ 123,069 △ 9,791,118

△ 1.8

　　　②国民健康保険税の収入済額の推移

　国民健康保険税の収入済額の推移は、次のとおりである。

539,661,635

　令和６年度の国民健康保険税は、調定額 ６９０，７９９，３７９円に対し、収入済額 ４９９，２２０，４６１円（対

調定比７２．２７％）、不納欠損額は １０，４５３，８１８円（対調定比１．５１％）、収入未済額は １８１，１２５，

　収納率向上のため、なお一層の調査、研究、工夫および関係所管課間の連携を強化し、滞納者の納税

181,125,100 72.27%

　（収入済額は、過納額 472,900円を控除した額。次表も同じ）

増　 減　 率 △ 1.6 △ 2.9 △ 3.1 △ 0.0

区　　分 令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度

収 入 済 額 499,220,461 507,232,898 522,552,889 539,538,566

（単位：円、％）

令和２年度

　介護納付金分 94,065 25,172 28,000 40,893

合　　計

26.76%

滞納繰越分 94,065 25,172 28,000 40,893 26.76%

現年課税分

690,799,379 499,220,461 10,453,818

37.52%

現年課税分

　後期高齢者支援金分 59,710 22,406 11,000 26,304 37.52%

滞納繰越分 59,710 22,406 11,000 26,304

滞納繰越分 200,060 75,923 36,666 87,471 37.95%

現年課税分

14.47%

現年課税分 38,756,289 35,808,126 2,948,163 92.39%

　医療給付費分 200,060 75,923 36,666 87,471 37.95%

退職被保険者 353,835 123,501 75,666 154,668 34.90%

滞納繰越分 19,409,446 2,808,952 1,033,113 15,567,381

一般被保険者 690,445,544 499,096,960 10,378,152 180,970,432 72.29%

　　（３）国民健康保険税の状況は、次表のとおりである。

　　　①令和６年度収納状況

（単位：円、％）

区　　分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率

72.67%

66.39%

滞納繰越分 37,620,412 5,919,359 2,106,125 29,594,928 15.73%

現年課税分 107,040,581 100,222,296 27,400 6,790,885 93.63%

現年課税分 356,583,230

　介護納付金分 58,165,735

333,559,482

　医療給付費分 487,618,816 354,338,227 7,211,514 126,069,075

38,617,078 1,033,113 18,515,544

90,800 22,932,948 93.56%

　後期高齢者支援金分 144,660,993 106,141,655 2,133,525 36,385,813 73.37%

滞納繰越分 131,035,586 20,778,745 7,120,714 103,136,127 15.86%
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1

2

3

4

5

6

7

8

-

△ 72.0

-

△ 2.7

（単位：円、％）

支出済額 構成比

総 　　　　務　 　　　費 31,884,449 1.1 25,157,026 0.9

歳出

款
令和６年度 令和５年度

増減額
支出済額 構成比

6,727,423

増減率

26.7

保 　険 　給 　付　 費 1,967,419,798

59 0.0 △ 59

国民健康保険事業費納付金 738,151,016 26.6 772,022,196 27.1 △ 33,871,180

△ 2.1

△ 4.4

△ 100.0

保　 健　 事　 業　 費 31,938,047 1.2 31,971,323 1.1 △ 33,276

財政安定化基金拠出金 0 0.0 0 0.0 0 -

△ 0.1

71.0 2,010,180,863 70.6 △ 42,761,065

共 同 事 業 拠 出 金

１　総務費

　支出済額は、 ３１，８８４，４４９円で、前年度と比較すると、６，７２７，４２３円（２６．７％）増加している。

　主な支出として、 １００万円を超えるものは、職員人件費 １５，２７６，６８６円、通信運搬費 ２，１００，９７３円、 

国保システム改修業務委託料他 １０，５８１，３０８円、国保連合会負担金 １，３２４，９１７円である。

諸　　 支　　 出　　 金 2,471,633 0.1 8,824,296 0.3 △ 6,352,663

　支出済額は、２，７７１，８６４，９４３円であり、前年度に比べて ７６，２９０，８２０円（２．７％）減少した。

　支出済額が減少した要因は、以下のとおりである。

公　　　 　債　　　　 費 0 0.0 0 0.0 0

合　　計 2,771,864,943 100.0 2,848,155,763 100.0 △ 76,290,820

予　　　 　備　 　　　費 0 0.0 0 0.0 0

２　保険給付費

保険者に対し効率的、効果的な事業を継続され、中長期的に、保険給付費を引き下げていく目標設定

と事業推進を図られたい。

　令和６年度の保険給付費は、   １，９６７，４１９，７９８円で、前年度と比較すると、４２，７６１，０６５円（２．１

 ％）減少している。これは、令和５年度に比べて、被保険者数（年平均）が ３６６人 （７．１％）減少して

いることが要因と考えられる。

　平成２９年から、８年連続して、県より高医療費市町村に指定されており、今後の国民健康保険事業の

持続可能な運営を考え、医療費の適正化を進めるため、特定健康診査の受診率及び特定保健指導の

実施率の向上や、糖尿病性腎症重症化予防、またジェネリック医薬品（後発医薬品）の使用促進等、被

委託料 １６，１７９，１８８円である。

７　諸支出金

　支出済額は、 ２，４７１，６３３円で、前年度と比較すると、６，３５２，６６３円（７２．０％）減少している。

　その内訳は、保険税過誤納付金還付金 １，８８７，６３３円、保険給付費等交付金償還金 ５８４，０００円である。

１６９，６４４，２５６円、介護納付金分 ５７，６６３，６０２円である。

５　保健事業費

　支出済額は、 ３１，９３８，０４７円で、前年度と比較すると、３３，２７６円（０．１％）減少している。

　主な支出として、 保健事業費　各種業務委託料 ８，３４９，１９８，３０８円、特定健康診査等事業費　各種業務

　支出済額は、 １，９６７，４１９，７９８円で、前年度と比較すると、４２，７６１，０６５円（２．１％）減少している。

　主な支出として、 一般被保険者療養給付費 １，６６２，７６７，９１２円、一般被保険者高額療養費 ２８０，

 ８０３，９５４円である。

３　国民健康保険事業費納付金

　支出済額は、 ７３８，１５１，０１６円で、前年度と比較すると、３３，８７１，１８０円（４．４％）減少している。

　主な支出として、 一般被保険者医療給付費分 ５１０，８４３，１５８円、一般被保険者後期高齢者支援金分
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↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

95.30 95.32

平成２９年度 91.85 92.11 92.63 94.47 95.18 98.24 95.13 95.22

平成３０年度 91.85 93.32 91.90 96.00 94.98 97.85

93.93 98.24 95.11 95.13平成２８年度 91.38 90.30 92.47 93.02

94.91 98.89 95.05 96.10

令和元年度 91.83 93.12 92.12 96.72 92.96 97.38 94.81 95.46

令和２年度 92.75 93.37 93.70 97.45

95.15 97.22 94.96 95.52

令和３年度 93.78 94.21 94.04 97.33 93.90 97.99 94.98 96.07

令和４年度 92.28 94.04 94.34 96.58

94.46 94.60 95.29 95.31

令和５年度 93.32 95.11 93.06 96.99 95.53 97.08 95.58 95.36

令和６年度 93.56 95.07 93.57 96.48

　　　　糟屋地区の国民健康保険税徴収状況（一般被保険者医療給付費現年度分）

須恵町 宇美町 志免町 粕屋町 篠栗町 久山町 新宮町 古賀市

（単位：％）

　今後も滞納者個々の実態把握に努め、滞納整理等関係法令等に基づく措置については、十分に調

が、全体の ３５．０％となっている。 

5 225,800

10,453,818 11,128,670 21,055,832 3,180,443 20,313,877

74 100.0

　第１８条 　 第１項 （５年時効経過）

宇美町 志免町

0.1

須恵町

0

新宮町

35.0

（行方不明）

29

　第１５条の７第１項第３号

　第１５条の７第１項第２号

減少を図られたい。

33.5

10,453,818

   金  額 （円） 構成比 （％）

（無財産） 7 3,056,900 29.2

篠栗町 久山町

計

3,659,418

3,506,700

査、検討及び滞納整理時期等に注意し、債権の適切な管理及び処分に努められ、極力不納欠損額の

粕屋町

　第１５条の７第５項 （即時） 2.2

5,081,005 29,043,463

古賀市

（単位：円）

　　　　糟屋地区の令和６年度国保税不納欠損額の状況

　令和６年度の不納欠損額は １０，４５３，８１８円で、令和５年度に比べ ３，６４２，４５６円増加している。

　　　③不納欠損の状況

　欠損額の構成比として、第１５条の７第１項第２号（生活困窮）が ３３．５％、第１８条第１項（５年時効完成）

　　　　不納欠損額の５年間の状況

　地方税法及び事由別

　地方税法第１５条の７第１項第２号（生活困窮）が ２２人で、昨年度に比べ２人減少し、同法第１５条の７

（単位：千円）

不納欠損額 10,454 6,811 19,300 15,206 39,338

区　　分 令和６年度 令和４年度令和５年度

（生活困窮） 22

　第１５条の７第１項第１号

令和３年度 令和２年度

人数

第１項１号（無財産）７人（昨年度並み）、同法第１８条第１項（５年時効完成）も ２９人で２人減少している。

11 5,000
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むすび

　令和６年度は、昨年度に引き続き被保険者数が減少し、歳入の国民健康保険税調定額も、１世帯、１人

当たりは増加しているが、調定総額は減少している。

　１人当たりの療養諸費額は、令和２年度までの新型コロナウイルス感染拡大による医療機関受診控えが、

度等の活用により、国や県の補助金の確保が望まれる。

め、税率を上げることも視野に入れるなど、税務課と協力し、収納体制の強化、また保険者努力支援制

６年度も緩和した影響もあり、５年度に比べ １９，６０１円増加しており、８年連続して、福岡県高医療費市

　医療費の削減は、納付金の増減に相関しており、医療費削減のためには長期的な計画で、かつ効果

的な医療費適正化事業を推進していく必要がある。

町村に指定されるなど、医療費は常に高い状況にある。

　令和６年度納付金額と令和５年度納付金額を比較すると、 ３３，８７１，１８０円減少しているものの、今後

 ０８７，０６０円 、率にして １２．１％減少しているが、法定外繰入金（その他一般会計繰入金）の解消のた

　一般会計から国民健康保険特別会計への繰入金は、 ２３９，９４１，４０６円で、令和５年度に比べ、 ３３，

も増加すると見込まれ、県が示す標準保険税率も同様に高くなると見込まれる。

　また、医療費が増大する原因を分析し、対応策を構築するためにも、十分な検証の必要がある。

１人当たり保険者負担額 （円） 346,828 332,143 14,685 4.4

保険給付に対する税の割合 （％） 30.0 29.6 0.4

4.3

受診率（１００人当たり） 件 1,857 1,846 11 0.6

１人当たり療養諸費額 （円） 471,166 451,565 19,601

6.0

１世帯当たり保険税調定額 （円） 160,710 155,045 5,665 3.7

１人当たり保険税調定額 （円） 104,120 98,206 5,914

△ 7.1

加入世帯数（年平均） （世帯） 3,126 3,288 △ 162 △ 4.9

被保険者数（年平均） （人） 4,825 5,191 △ 366

1,774,925 1,710,191

　　　⑤経理関係諸比率

事　　　　　項　　　　　別

30.3Ａ／Ｂ 30.0 29.6 30.7

令和６年度 令和５年度 増減 増減率（%）

31.7

　　※　A　調定額（税）は、現年課税分調定額、 B　療養諸費は、保険者負担分支払義務額

533,911

　Ｂ　療養諸費 1,673,447 1,724,155 1,740,081

　保険給付に対する税の割合は高いほど、税で保険給付費を賄えていることになる。

　平成３０年度は２９年度の税率改定の影響により下降し、令和４年度までは上昇していたが、下降した

令和５年度に比べて、 ０．４ポイント再度上昇している。

　　　④保険給付（歳出）に対する税（歳入）の割合

538,579 542,130

区　　分 令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度

　Ａ　調定額（税）

（単位：千円、％）

502,380 509,791
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5

　その内訳は、主に、保険料還付金 １９４，０１０円、前年度事務費負担金返還金 ２，０００，１３５円である。

　その内訳は、事務費繰入金 １７，０００，０００円、保険基盤安定繰入金 １０６，３２６，４０１円である。

１　後期高齢者医療保険料

　収入済額は、 ３６２，１４５，７６９円で、前年度と比較すると ５１，９６０，０４４円 （１６．８％）増加している。

２　使用料及び手数料

　収入済額は、 ４，７００円で、前年度と比較すると ４８，９００円 （９１．２％）減少している。

　その内訳は、督促手数料 ４，７００円である。

５　諸収入

　収入済額は、 ２，３６０，０４５円で、前年度と比較すると １，７６１，８９２円 （２９４．６％）増加している。

３　繰入金

　収入済額は、 １２３，３２６，４０１円で、前年度と比較すると ９２６，０６１円 （０．８％）微増している。

４　繰越金

　収入済額は、 ３１，０６１，１２３円で、前年度と比較すると ３，９８４，９６１円 （１４．７％）増加している。

　 （後期高齢者医療保険料収入済額には、過納額　110,120円を含む）

598,153 294.6

合　　計 522,307,000 522,850,898 518,898,038 1,663,934 2,399,046 460,313,980 12.7

諸　　　収　　　入 2,065,000 2,360,045 2,360,045 0 0

122,400,340 0.8

繰　　　越　　　金 31,061,000 31,061,123 31,061,123 0 0 27,076,162 14.7

繰　　　入　　　金 130,774,000 123,326,401 123,326,401 0 0

53,600 △ 91.2使用料及び手数料 7,000 4,700 4,700 0 0

調定額 収入済額 不納欠損額

　後期高齢者医療
　保険料 358,400,000 366,098,629 362,145,769 1,663,934

　収入済額は、５１８，８９８，０３８円であり、前年度に比べ ５８，５８４，０５８円（１２．７％）増加した。

　収入済額が増加した要因は、次のとおりである。

　４．後期高齢者医療特別会計

収入未済額 令和５年度収入済額 増減率

歳入歳出決算の状況

歳入 （単位：円、％）

　後期高齢者医療特別会計は、７５歳以上の高齢者と、６５歳以上７５歳未満の一定の障がいを持つ人を対象

　とした、後期高齢者医療制度を運営するために設置されている特別会計である。

2,399,046 310,185,725 16.8

款 予算現額
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2

3

4

円

円

１　総務費

　支出済額は、 ９，５６１，００５円で、前年度と比較すると、２２６，１２４円（２．４％）増加している。

　主な支出の内訳は、 職員人件費と事務費であるが、 職員人件費が増加している。

２　後期高齢者医療広域連合納付金

　高齢者の医療の確保に関する法律
（２年時効消滅） 4 1,370,234 82.3

第１６０条第１項

　　　　不納欠損額の状況（高齢者の医療の確保に関する法律及び事由別）

人数

３　諸支出金

　支出済額は、 １９４，１１０円で、前年度と比較すると、１０６，１５０円（３５．４％）減少している。

　その内訳は、保険料過誤納還付金である。

    金  額  （円）

-

合　　計 522,307,000 487,216,482 35,090,518 93.3 429,252,857 13.5

予　　　備　　　費 620,000 0 620,000 0.0 0

9,334,881 2.4

13.8

諸　 支 　出　 金 1,011,000 194,110 816,890 19.2 300,260 △ 35.4

後期高齢者医療
広域連合納付金 510,844,000 477,461,367 33,382,633 93.5 419,617,716

総　　　務　　　費 9,832,000 9,561,005 270,995 97.2

歳出 （単位：円、％）

款 予算現額 支出済額 不用額 執行率 令和５年度支出済額 増減率

（生活保護受給開始） 5 293,700 17.7
第１１３条

　支出済額は、４８７，２１６，４８２円であり、前年度に比べて ５７，９６３，６２５円（１３．５％）増加した。

　支出済額が増加した要因は、以下のとおりである。

　高齢化による被保険者数増加の影響で、保険料収入の増加に伴い、支出済額は、 ４７７，４６１，３６７円で、

前年度と比較すると、５７，８４３，６５１円（１３．８％）増加している。

ている。

歳入歳出差引額

実 質  収 支 額

31,681,556

31,681,556

　令和６年度の不納欠損額は、令和５年度に比べて、人数は １０人の減、金額では ６８９，７６４円増加し

計 9 1,663,934 100.0

  構成比  （％）

　高齢者の医療の確保に関する法律
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㈱SUENOBA 1,000,000 0 1,000,000

合　　計 6,756,887 0 6,756,887

（公財）福岡県下水道管理センター 700,000 0 700,000

（社）福岡県畜産協会 70,000 0

福岡県信用保証協会 1,650,000 0 1,650,000

70,000

地方公共団体金融機構 1,300,000 0 1,300,000

　　（３）出資による権利・・・令和６年度の増減は次のとおりである。増減はない。

　　　　増減の状況

福岡県農業信用基金協会 490,000 0 490,000

（単位：円）

区　　分 令和５年度末 令和６年度中増減 令和６年度末

福岡県広域森林組合 2,546,887 0 2,546,887

〈Ⅱ〉財産の状況

　１．公有財産

　　（１）不動産・・・令和６年度の増減は次のとおりである。

　　　　増減の状況

　　　　土地の増減明細

普通財産

区　　分
令和５年度末

の状況
令和６年度末

の状況

土　地

行政財産

計

2,988,839.41

1,411,657.57

4,400,496.98

2,988,889.23

1,411,603.31

建　物

行政財産

普通財産

計

75,163.97

0.00

令和６年度中
増減

49.82

△ 54.26

△ 4.44

2,223.91

0.00

2,223.91

△ 249.64

195.38

（単位：㎡）

行政財産 普通財産

その他の施設 △ 100.86

宅地

公共用財産

学校 0.00

その他

田畑 0.00

公園 117.00 山林 0.00

75,163.97

計 49.82 計 △ 54.26

そ の 他 33.68

公営住宅 0.00

（単位：㎡）

合　　計 1,000,000 300,000,000 301,000,000

　　　　増減の状況

（単位：円）

区　　分 令和５年度末 令和６年度中増減 令和６年度末

債　　　　　券 0 300,000,000 300,000,000

山　　林 0.00

　　（２）有価証券・・・令和６年度は ３億円（３件）の債券を購入している。

77,387.88

4,400,492.54

0.00

77,387.88
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0

公共下水道施設整備基金 〃 35,884,000 0 35,884,000 0

13,021,000森林環境譲与税基金 〃 10,897,000 4,627,000 2,503,000

まち・ひと・しごと創生推進基金

9,000

基金利子

　　計

321,000

36,223,000

212,171,000

688,000

112,281,000

11,161,000

減債積立

212,859,000

0

330,031,000

（単位：円）

0

0

篤志寄附金

不動産売払収入

基金利子

　　計

交付税臨財債償還基金費積立

基金利子

　　計

基金積立（寄附金の30％）

　　（４）山林

〃 112,197,000

2,432,530,000

（単位：円）

基金名 区　分
令和５年度末

現在高

令和６年度中増減額 令和６年度末
現在高積立額 取崩額

財政調整基金 財調積立 2,700,401,000 62,160,000

　２．基金

　　（１）増減額及び現在高

84,000 0

区　　分

0

水道水源保全基金

706,872,000

令和５年度末
の状況

令和６年度中
増減

令和６年度末
の状況

面　積
（㎡）

所有 2,831,870.13 0.00 2,831,870.13

分収 0.00 0.00 0.00

その他権限によるもの 0.00 0.00 0.00

立木の推定
蓄積量
（㎥）

所有 92,464.00

減 債 基 金

923,737,000

0.00

　５年毎に見直しされる森林簿において、見直しの際に、立木の推定蓄積量の変動が予測される。

466,802,000

1,136,596,000

自然教育林基金 〃

　　　　増減額の内訳

計

0.00

4,931,728,000 316,488,000

526,000

92,464.00

分収 0.00 0.00 0.00

その他権限によるもの 0.00 0.00

212,859,000

取　崩　額

11,189,065

707,398,000

積　立　額

減債基金

ふるさと応援基金

ふるさと応援基金

330,031,000

0

公共施設等整備基金 〃

368,418,000 4,879,798,000

430,579,000 36,223,000 0

特目積立

〃 0 0 0

基金名

11,170,000

46,885,845

4,085,090

62,160,000

35,902,000

財政調整基金
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9,000

基金積立

基金利子

　　計 0

基金積立

基金利子 9,000

森林環境譲与税 4,618,000

　　計 4,627,000

基金利子 9,000

公共施設等整備基金

令和５年度

2,596,647,000

103,754,000

0

2,700,401,000

基金積立

基金利子 526,000

　　計 526,000

基金積立

基金利子 84,000

　　計 84,000

　　計

水道水源保全基金

　　　　財政調整基金積立金の推移

（単位：円）

下水道施設整備基金

0

（単位：円）

基金名 積　立　額 取　崩　額

当年度　 積立金

　 〃  　　取崩額

   〃   末現在高

７９８，０００円の現在高となっている。今後も財政運営上、緊急的な事業等の実施による取崩しが予想され

　３．物品

前年度末現在高

令和４年度

3,146,022,000

50,625,000

600,000,000

2,596,647,000

令和３年度 令和２年度

2,539,496,000 2,544,547,000

607,526,000 94,949,000

基金積立（寄附金）

2,503,000

35,884,000

0

森林環境譲与税基金

自然教育林基金

0

　現在定額運用基金はない。

　　（２）定額運用基金の状況

なり、ふるさと応援基金の現在高は １，１３６，５９６，０００円と１０億円を超えたが、基金の総額は、下水道事

　令和６年度の財政調整基金については、寄附金、不動産売払収入、及び基金利子を積み立てる一方、

1,000,000 100,000,000

3,146,022,000

ることから、長期的な財政計画、また確実安全な方法により運用することを望む。　

2,432,530,000

 ３３０，０３１，０００円を取り崩した結果、令和６年度末の財政調整基金現在高は、２，４３２，５３０，０００円と

業法適化に伴う公共下水道施設整備基金の取り崩し分を除外しても、 １６，０４６，０００円減少し、４，８７９，

令和６年度

2,700,401,000

62,160,000

330,031,000

2,539,496,000

区　　　分

自動車保有台数

庁舎及び各施設物品

令和５年度末現在 令和６年度中増減 令和６年度末現在

22 0 22

436 8 444

　物品については、基準の見直し及び物品管理規則の整備が必要と考える。
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　　年間有収率は ９４．９４％で、前年度と比較して ０．３１ポイント低下している。

（ウ）１日の最大配水量

　　１日の最大配水量（G)は、年間の１日配水量のうち最大のものをいう。当年度は ８，７６６㎥で、前年度と

　比較して １７３㎥増加している。

（エ）１日の平均配水量

　　１日の平均配水量（H)は、年間総配水量（D)を年日数で除したものをいう。当年度は ７，６９５㎥で、９２㎥

　増加している。

　判断する指標のひとつであり、数値が大きいほど効率的であるとされている。当年度は ８７．７８％で前年

　度と比較して、０．７０ポイント低下している。

　度と比較して、０．７５ポイント上昇している。

（カ）負荷率

　　負荷率は、１日の最大配水量に対する１日の平均配水量の割合を示すもので、水道事業の施設効率を

（オ）施設利用率

　　施設利用率は、１日の配水能力に対する１日の平均配水量の割合を示すもので、水道施設の経済性を

　総括的に判断する指標であり、数値が大きいほど効率的であるとされている。当年度は ６２．５６％で前年

　最大稼働率　　　G/F （％） 71.27 69.86 1.41 73.83

　　年間総配水量（D)は ２，８０８，７５０㎥で、前年度と比較して ２６，２２９㎥増加している。

　　料金収入の基礎となった水量である年間総有収水量（E)は ２，６６６，６４８㎥で、前年度と比較して 

　１６，２２７㎥増加している。

92 7,591

　施設利用率　　　H/F （％） 62.56 61.81 0.75 61.72

　負　 荷 　率　　　H/G （％） 87.78 88.48 △ 0.70 83.59

　普　　及　　率　　C/A （％） 99.67 99.63 0.04 99.63

　給　水　戸　数 （戸） 13,113 12,800 313 12,689

　給水区域内人口　 B （人） 29,503 29,232 271 29,331

　行政区域内人口　 A （人） 29,512 29,241 271 29,340

〈Ⅲ〉水道事業会計決算

　１．事業の概要

　　（１）給水事業

令和６年度 令和５年度 増　　減 令和４年度

　年間総有収水量　 E （㎥） 2,666,648 2,650,421 16,227 2,647,829

2,770,562

　給　水　人　口　　　C （人） 29,415 29,134 281 29,232

　年間総配水量　　　D （㎥） 2,808,750 2,782,521 26,229

△ 0.31 95.57　有　　収　　率　　E/D （％） 94.94 95.25

　　給水人口（C)も ２９，４１５人で、前年度と比較して ２８１人増加しており、近年増加が続いている。

　１日最大配水量　　G （㎥） 8,766 8,593 173 9,081

　配水能力（１日当） F （㎥） 12,300 12,300 0 12,300

　１日平均配水量　　H （㎥） 7,695 7,603

　　給水区域内人口（B)は ２９，５０３人で、前年度と比較して ２７１人増加しており、近年増加が続いている。

（イ）年間総配水量等

0 9

　１㎥当  供給単価 （円） 214.63 214.77 △ 0.14 213.79

　職　員　数 （人） 9 9

　  〃　   給水原価 （円） 213.20 191.60 21.60 195.95

（ア）給水人口等
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料金回収率

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

㈱光商会須恵営業所

須恵８号汚水幹線５工区水道管切替工事 5,548,400 97.0% 五水設備

96.7%

合　　　　　計 107,438,100

城山地区１４工区水道管改良工事 14,944,600 96.9% 中牟田製作所

五水設備

乙植木～平原線水道管改良工事 9,573,300 97.5% 豊田設備

男鳥２号線水道管改良工事 14,925,900

（ク）供給単価、給水原価

　　１㎥当 供給単価は、０．１４円下がったが、給水原価は、２１．６０円上がっている。

　　有収水量も伸びているが、給水収益が微増のため、供給単価は減少に転じ、一方、給水原価は、分子と

　なる経常費用（営業費用＋営業外費用－受託工事収益－長期前受金戻入）の増加により、本年度は

　増加に転じた。

城山地区１３工区水道管改良工事 20,764,700 96.4% ㈱光商会須恵営業所

筑紫野古賀線須恵中央交差点南側水道管改良工事 2,255,000

令和２年度令和３年度令和４年度令和５年度

214.30

111.5109.1112.1100.7（％）

213.79

192.68

95.9%

（キ）最大稼働率

　　最大稼働率は、１日の配水能力に対する１日の最大配水量の割合を示すもので、常に １００％を下回

　っていなければならないが、数値が極端に低い場合は、設備に対する過大投資の懸念があり、逆にこの

　比率が １００％に近い場合には、ピーク時における供給確保のための設備の拡充等について検討する

　必要がある。当年度は ７１．２７％で前年度と比較して、１．４１ポイント上昇している。

令和６年度

佐谷地区１９工区水道管切替工事 14,323,100 96.7% 中牟田製作所

配水管等施設改良工事名 工事費 落札率 施工業者名

筑紫野古賀線須恵中央交差点北側水道管改良工事 16,886,100 96.7% ㈱尾畑建設糟屋支店

筑紫野古賀線５工区水道管改良工事 6,141,300

　令和６年度の建設改良事業の明細は、次表のとおりである。

214.77

料金回収率

192.11

107.1

入札を実施している。

　料金回収率（％）は、給水にかかる費用がどの程度給水収益で賄えているかを表す指標で、１００％を

下回っている場合、給水にかかる費用が、給水収益以外の他の収入で賄われていることになる。

　　（２）建設改良事業

　令和６年度の料金回収率は １００．７％で、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる

１００％を辛うじて上回っている。

214.96

  〃　  給水原価 （円） 213.20 191.60 195.95

１㎥当 供給単価 （円） 214.63

96.9% 藤木良弘設備㈱

城山新原線割丁字管設置工事 2,075,700 95.8% (有)森広設備工業

　水道管改良工事 ７件、水道管切替工事 ２件、割丁字管設置工事 １件が施工され、いずれも指名競争
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込）で ９７．０７％の執行率である。

　なお、収益的収入及び支出の決算額の差引きは、 ５８，３８１，８９２円 （税込）である。

　２　営業外収益

　　営業外収益は、預貯金貸付金から生ずる受取利息、有価証券の配当、補助金等金融財務活動の

　　その他主たる営業活動以外の原因から生ずる収益である。

　　決算額 ２２，７９８，３７７円は、予算現額に対し、１０１．９％の収入率となっている。

　　（１）収益的収入及び支出

　令和６年度の収益的収入の明細は、次のとおりである。

　１　営業収益

　　営業収益は、主たる営業活動から生ずる収益である。

　　決算額 ６５９，２７６，５７１円は、予算現額に対し１００．９％の収入率となっている。

22,724,749

　⑴受取利息 130,000 0 130,000 694,569 △ 564,569 694,569

２　営業外収益 22,368,000 0 22,368,000 22,798,377

　　決算額の主なものは、（２）長期前受金戻入 ２０，９２２，０９４円である。

　⑵長期前受金戻入 21,113,000 0 21,113,000 20,922,094 190,906

　⑶雑収益 1,125,000 0 1,125,000 1,181,714 △ 56,714 1,108,086

20,922,094

　　決算額の主なものは、（１）給水収益 ６２８，７３２，４７０円である。

　⑶その他営業収益 22,942,000 0 22,942,000 30,544,101 △ 7,602,101 27,887,776

　⑵受託工事収益 1,000 0 1,000 0 1,000

　２．予算の執行状況

ア　収益的収入

　水道事業収益 675,707,000 0 675,707,000 682,074,948 △ 6,367,948 622,951,963

（単位：円、％）

当初予算

100.9

　収益的収入及び支出は、一事業年度の経営活動に伴い発生したすべての収入と、それに対応するすべ

ての支出である。

　当年度の収益的収入（水道事業収益）は、予算額 ６７５，７０７，０００円に対し、決算額 ６８２，０７４，９４８円

補正等 合　計 決算（税込み） 残　高 税抜き 執行率

（税込）で １００．９４％の執行率である。

　また、収益的支出（水道事業費用）は、予算額 ６４２，５２５，０００円に対し、決算額  ６２３，６９３，０５６円（税

　⑴給水収益 630,396,000

１　営業収益 653,339,000 0 653,339,000 659,276,571

0 630,396,000 628,732,470

534.3

99.1

105.0

100.9

99.7

0.0

133.1

101.9

△ 5,937,571 600,227,214

1,663,530 572,339,438

△ 430,377

0
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　　２，７２０，６９１円の不納欠損処分を行った結果、滞納繰越額は ２１，７４９，６８０円となっている。　

　　今後も、施設の安定した維持管理を行うため、また、使用者の公平性を鑑み、多様な手段により確実に納付さ

　れるよう徴収の強化を望むものである。

　３　特別損失

　　特別損失は、当期の費用に計上することが不適当であるような費用で、固定資産売却損、減損損失、

　　過年度損益修正損が該当する。

　　決算額 ２，５２５，６００円は、給水申込加入金の過誤納による返金に伴う過年度損益修正損で、予算現額

　　に対し、９５．７％の執行率となっている。　　

　　令和６年度においても、５８，３８１，８９２円の黒字決算である。収入については１００％を超えた執行率である。

　　２２．８％となっている。

　２　営業外費用

　　営業外費用は、企業債等の利息等の、主として金融財務活動に要する費用及び事業の経営活動以外

　　の活動によって生ずる費用である。

　　決算額 １９，２８６，７５４円は、予算現額に対し、１０４．３％の執行率となっている。

　　決算額の大部分は、長期債利子償還金である。

　１　営業費用

　　営業費用は、主たる営業活動のために生ずる費用である。

　　決算額 ６０１，８８０，７０２円は、予算現額に対し ９７．０％の執行率となっている。

　　決算額の主なものは、（１）原水及び浄水費 ３３６，６０１，３４１円、（２）配水及び給水費 ８１，２０５，１６９円、

　　（５）減価償却費 １３７，１７１，２９０円である。

　　構成比率は、原水及び浄水費 ５５．９％、配水及び給水費 １３．５％、総係費 ７．１％、減価償却費

95.7

0.0

0

収入及び支出差引額 44,443,000 - 33,182,000 58,381,892 △ 25,199,892 30,977,724

　⑴予備費 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0.0

175.9

2,525,600

４　予備費 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0

　⑴過年度損益修正損 200,000 2,440,000 2,640,000 2,525,600 114,400

104.3

100.0

2,301,586

３　特別損失 200,000 2,440,000 2,640,000 2,525,600 114,400 2,525,600

　⑵雑支出 1,500,000 0 1,500,000 2,301,586 △ 801,586 153.4

95.7

19,286,754

　⑴支払利息 16,986,000 0 16,986,000 16,985,168 832 16,985,168

２　営業外費用 18,486,000 0 18,486,000 19,286,754 △ 800,754

95.9

100.0

4,334,981

　⑺その他営業費用 1,000 0 1,000 0 1,000 0

　⑹資産減耗費 3,300,000 0 3,300,000 4,334,981 △ 1,034,981 131.4

0.0

41,585,882

　⑸減価償却費 137,167,000 0 137,167,000 137,171,290 △ 4,290 137,171,290

　⑷総係費 44,004,000 365,000 44,369,000 42,558,921 1,810,079

97.0

95.5

77,334,158

　⑶受託工事費 1,000 0 1,000 0 1,000 0

　⑵配水及び給水費 81,018,000 2,170,000 83,188,000 81,205,169 1,982,831

執行率

97.1

97.6

0.0

570,161,885

　⑴原水及び浄水費 346,087,000 6,286,000 352,373,000 336,610,341 15,762,659 309,735,574

１　営業費用 611,578,000 8,821,000 620,399,000 601,880,702 18,518,298

イ　収益的支出

　令和６年度の収益的支出の明細は、次のとおりである。

（単位：円、％）

税抜き

　水道事業費 631,264,000 11,261,000 642,525,000 623,693,056 18,831,944 591,974,239

当初予算 補正等 合　計 決算（税込み） 残　高
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　　　　水道料金の徴収状況（３月末現在）

　　　　不納欠損額明細

水道料不納事由

③時効期間（２年）が満了し、かつ、未届退去などに
237 2,229,170 81.9

　 より、債務者の所在が不明なため

計 303 2,720,691 100.0

件数（件） 金額（円） 構成比（％）

①本人死亡により未納料金の徴収ができないため 45 341,640 12.6

②債務者が破産及び会社更生法等の法令に基づき
21 149,881 5.5

　 徴収金の全部または一部が免除されたため

　民法第１６６条（改正前民法第１７３条）に基づく、消滅時効によるもの。

年度 不納欠損額（円） 件数（件） 民法適用範囲（円）

令和６年度 2,720,691 303 2,720,691

令和 ５年度 10,726,490 10,062,230 664,260 0 664,260 93.81

0 603,750 10.37

1,662,351 69,810 1,592,541 689,411

0 11,866,040

2,720,691 21,749,680 96.25

630,560 23,610 606,950 0 606,950

903,130 4.20

11,020 366,940 0 366,940 2.92

673,630 69,880 603,750

収納率

5.58

滞納繰越分 23,518,551 10,914,220 12,604,331 2,720,691 9,883,640 46.41

２６年度 826,290 46,070 780,220 362,090 418,130

２７年度 744,720 17,190

２９年度

892,540 438,530 454,010 6.79

令和 ２年度

0

（単位：円、％）

14.56

17,960 0.00

１９年度 77,780 1,090 76,690 0 76,690 1.40

平成１８年度 17,960 0 17,960 0

196,020

２２年度 919,320 133,850 785,470 115,800 669,670

調定額 収入済額 収入未済額 不納欠損額 滞納繰越額

7.06

２３年度 1,221,400 30,850 1,190,550 131,160 1,059,390 2.53

２１年度 433,420 36,360 397,060 0 397,060 8.39

２０年度 210,920 14,900 196,020

14.49

２５年度 902,980 115,320

628,732,470 616,866,430 11,866,040

787,660 19,880 767,780 12.77

２４年度 1,051,790 152,440 899,350 56,740 842,610

727,530 337,160 390,370 2.31

２８年度 957,540 65,000

３０年度 1,140,060 7,560 1,132,500 569,920 562,580 0.66

98.11

合　　計 652,251,021 627,780,650 24,470,371

令和元年度 3.74

令和 ３年度 377,960

943,380 57,040 886,340 0 886,340 6.05

令和 ６年度

令和 ４年度
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の執行率である。

　また、資本的支出は、予算額 ２１４，２７９，０００円に対し、決算額  １９４，３７５，４５２円（税込）で ９０．７１％

執行率である。

　当年度の資本的収入は、予算額 ５，８４８，０００円に対し、決算額 ５，８４７，０５０円（税込）で ９９．９８％の

　⑴固定資産購入費

　⑵配水施設改良費

8,844,000

134,700,000

0

△ 11,200,000

8,844,000

123,500,000

資本的支出

１　改良費

225,479,000

143,544,000

△ 11,200,000

△ 11,200,000

214,279,000

132,344,000

資本的収入

１　負担金

　⑴負担金

　⑴企業債償還金 81,935,000 0 81,935,000

収入及び支出差引額 △ 209,979,000 - △ 208,431,000

２　企業債償還金 81,935,000 0 81,935,000

　資本的収入のうち工事負担金は、９，６５２，０００円の減額補正で、執行率は ９９.９８％である。

　資本的支出では、改良費の決算額が １１２，４４０，４８０円で、その内訳は、固定資産購入費のメーター器

購入、工事請負費の配水管等施設改良工事 １０件である。

　企業債償還金は前年度に比べて １，３２９，６０６円増の ８１，９３４，９７２円である。

　令和６年度の決算報告書では、資本的収入 ５，８４７，０５０円に対し、資本的支出 １９４，３７５，４５２円で、

差引額は １８８，５２８，４０２円の不足となっている。

　なお、資本的収入額が資本的支出額に対して生じた不足額 １８８，５２８，４０２円は、過年度損益勘定

留保資金 １２３，８１４，７３５円、当年度損益勘定留保資金 ５６，２１４，３６７円、過年度消費税及び地方消

費税資本的収支調整額 ８，４９９，３００円をもって補填し、収支の均衡を図っている。 

当初予算

15,500,000

15,500,000

15,500,000

補正等

△ 9,652,000

△ 9,652,000

△ 9,652,000

合　計

5,848,000

5,848,000

5,848,000

執行率

100.0

100.0

100.0

決算（税込み）

5,847,050

5,847,050

5,847,050

残　高

950

950

950

5,847,050

5,847,050

5,847,050

100.0

100.0

194,375,452

112,440,480

87.0107,438,100

81,934,972

81,934,972

5,002,380 56.6

19,903,548

19,903,520

3,841,620

　令和６年度の資本的支出の明細は、次のとおりである。

当初予算 補正等 合　計 決算（税込み） 税抜き

イ　資本的支出

残　高

△ 188,528,402 △ 19,902,598 △ 178,745,462 90.5

　　（２）資本的収入及び支出

　資本的収入及び支出は、将来の経営活動に備えて行う建設改良に係る企業債償還金等の支出、及び

その財源となる収入である。

ア　資本的収入

　令和６年度の資本的収入の明細は、次のとおりである。

（単位：円、％）

（単位：円、％）

184,592,512

102,657,540

4,986,540

97,671,000

81,934,972

81,934,972

執行率

90.7

85.0

16,061,900

28

28

税抜き
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　　　　資本的収支決算補填財源明細表

　　　　その他の予算事項

（単位：円、％）

いると判断される。

職員給与費 93,983,000 0 92,580,520 98.5

交　際　費 100,000 0 0 0

ュ・フロー」は、企業債についての収入はなく、償還に伴う支出により△８１，９３４，９７２円であるが、前

年度末と比較すると １，３２９，６０６円減少しており、借入金の返済などが進み、財政体質が強くなって

３１１，０６０円で、前年度末と比較すると １３，９６１，０２１円減少しており、本来の業務活動で資金を生

　将来に向けた運営基盤の確立のために行う投資活動に係る資金の状況を表す「投資活動によるキ

ャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得による資金投資による支出が増加し、負担金の収入も減少

したため、△９６，８１０，４９０円で、前年度末と比較すると ３０，４８６，５６０円減少しており、積極的な設

　企業債などの発行、償還などによる収支等資金の調達および返済を示す「財務活動によるキャッシ

み出す力があると判断される。

備投資などを行っていると判断される。

（単位：円）

損益勘定留保資金 123,814,735 120,584,177 180,029,102 64,369,810

区分 前年度繰越額 本年度増加額 本年度補填額 次年度繰越額

△ 20,922,094

減価償却費 137,171,290

長期前受金戻入

利益剰余金 983,380,603 30,977,724 0 1,014,358,327

資産減耗費 4,334,981

21,430,000

建設改良積立金 0 0 0 0

減債積立金 21,430,000 0 0

利益をもとに、減価償却費や長期前受金戻入などの非現金取引や未収未払金の増減により、 ２１３，

未処分利益剰余金 961,950,603 30,977,724 0 992,928,327

消費税及び地方消費税
資本的収支調整額

8,499,300 9,782,940 8,499,300 9,782,940

　◇企業債 予算の計上はなし。

経　　　費 議決予算額 流用額

　本年度のキャッシュ・フロー状況は、次の表のとおりである。

予算の計上はなし。

予算額 ９，０００，０００円に対し、決算は ５，３１０，９５４円となってお

り、限度額の範囲内で購入されている。

　事業本来の業務活動の実施に伴う資金の状況を表す「業務活動によるキャッシュ・フロー」は、当期

決　算　額 執行率

　◇議会の議決を経なければ流用できない経費

　　　職員給与費及び交際費は、議会の議決を経なければ流用できない経費とされている。執行状況

　　は次表のとおりであり、いずれの経費も流用はされていない。

1,088,511,077

　◇たな卸資産購入限度額

　３．キャッシュ・フロー計算書及び前年度比較

　◇一時借入金

合計 1,115,694,638 161,344,841 188,528,402
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業務活動によるキャッシュ・フローⅠ 213,311,060 227,272,081

固定資産除却費 4,334,981 1,604,400

△ 75,259,218

△ 923,698

2,730,581

当年度純利益

減価償却費

983,783 △ 1,092,838

△ 269,000

受取利息及び配当金 △ 694,569 △ 137,120

支払利息及び企業債取扱諸費

たな卸資産の減少額 603,608 △ 31,823

2,076,621

635,431

賞与引当金の増加額

貸倒引当金の減少額

長期前受金の戻入額

営業及び営業外未収金減少額

（単位：円）

増減額

△ 13,961,021

△ 2,733,691

1,370,219

△ 557,449

△ 1,337,589

648,000 917,000

30,977,724 106,236,942

137,171,290 138,094,988

16,985,168 18,322,757

△ 1,809,691 924,000

△ 20,922,094 △ 22,292,313

令和６年度 令和５年度

557,449

営業および営業外未払金・未払費用の増加額 59,365,792 2,888,088

前受金の増加額 0 0 0

小計 229,601,659 245,457,718

受取利息及び配当金 694,569 137,120

その他流動負債の増加 1,957,667 23,637

△ 15,856,059

その他流動資産の増加 0 0

56,477,704

1,934,030

0

1,337,589

△ 30,486,560

国庫補助金等による収入 0 0

有形固定資産の取得による支出 △ 102,657,540 △ 89,159,380

負担金による収入 5,847,050 22,835,450

△ 13,498,160

△ 16,988,400

0

支払利息及び企業債取扱諸費 △ 16,985,168 △ 18,322,757

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 81,934,972 △ 80,605,366

企業債による収入 0 0

△ 1,329,606

0

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 96,810,490 △ 66,323,930

0投資活動に伴う未収金等の債権の減少額 0 0

　なお、現金預金期末残高は、貸借対照表における現金預金残高と一致している。

減少したが、現金預金期末残高は、８５２，７２２，９０４円で、前年度末と比較すると ３４，５６５，５９８円

増加している。よって、今年度も、水道事業の経営は、概ね健全に運営されていると認められる。

　以上これらの活動の結果、現金は、３４，５６５，５９８円で、前年度末に比較すると ４５，７７７，１８７円

Ⅴ 現金預金期首残高 818,157,306 737,814,521

Ⅵ 現金預金期末残高 852,722,904 818,157,306

80,342,785

34,565,598

企業債の償還による支出 △ 81,934,972 △ 80,605,366

Ⅳ 現金預金の増加 34,565,598 80,342,785

△ 1,329,606

△ 45,777,187

Ⅲ
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961,950,603 855,713,661 106,236,942 12.42

５　営業外利益　F=D-E 3,437,995 2,867,851 570,144 19.88

530,199,498 61,774,741 11.65

８　総収益 　 J=A+D+H 622,951,963 636,436,440 △ 13,484,477 △ 2.12

　⑵過年度損益修正損 2,525,600 85,607 2,439,993 2,850.23

当年度未処分利益剰余金 992,928,327 961,950,603 30,977,724 3.22

９　総費用  　K=B+E+I 591,974,239

その他の未処分利益剰余金変動額 0 0 0 -

当年度未処理欠損金 0 0 0 -

当年度純利益　 L=J-K 30,977,724 106,236,942 △ 75,259,218 △ 70.84

７　特別損失　　　　　 I 2,525,600 85,607 2,439,993 2,850.23

　⑴固定資産売却損 0 0 0 -

６　特別利益　　　　　H 0 0 0 -

　⑴固定資産売却益 0 0 0 -

　⑵雑支出 2,301,586 2,598,809 △ 297,223 △ 11.44

経常利益　　　　 G=C+F 33,503,324 106,322,549 △ 72,819,225 △ 68.49

４　営業外費用　　 　E 19,286,754 20,921,566 △ 1,634,812 △ 7.81

　⑴支払利息 16,985,168 18,322,757 △ 1,337,589 △ 7.30

　⑵雑収益 1,108,086 1,359,984 △ 251,898 △ 18.52

　⑶長期前受金戻入 20,922,094 22,292,313 △ 1,370,219 △ 6.15

３　営業外収益　　　 D 22,724,749 23,789,417 △ 1,064,668 △ 4.48

　⑴受取利息 694,569 137,120 557,449 406.54

　⑺その他営業費用 0 0 0 -

営業利益　　　 C=A-B 30,065,329 103,454,698 △ 73,389,369 △ 70.94

　⑸減価償却費 137,171,290 138,094,988 △ 923,698 △ 0.67

　⑹資産減耗費 4,334,981 1,604,400 2,730,581 170.19

　⑶受託工事費 0 0 0 -

　⑷総係費 41,585,882 41,050,110 535,772 1.31

　⑴原水及び浄水費 309,735,574 255,266,914 54,468,660 21.34

　⑵配水及び給水費 77,334,158 73,175,913 4,158,245 5.68

0 0 -

　⑶その他営業収益 27,887,776 43,424,143 △ 15,536,367 △ 35.78

２　営業費用　　　　　B 570,161,885 509,192,325 60,969,560 11.97

　４．当年度の経営成績を示す損益計算書及び前年度比較

令和６年度の経営成績は、次のとおりである。

　　（１）損益の状況

ア　損益計算書

　損益計算書は、一営業期間における企業の成績を明らかにするために、その期間中に得たすべての

収益と、これに対応するすべての費用を記載し、純損益とその発生の由来を示した報告書である。

10前年度繰越利益剰余金

（単位：円 【税抜き】、％）

令和６年度 令和５年度 増減額 増減率

１　営業収益　　　　　A 600,227,214 612,647,023 △ 12,419,809 △ 2.03

　⑴給水収益 572,339,438 569,222,880 3,116,558 0.55

　⑵受託工事収益 0
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　営業収益については、前年度から １２，４１９，８０９円減少し ６００，２２７，２１４円となった。これは、家

庭用使用料の増加により、給水収益が、前年度から ３，１１６，５５８円増加しているが、宅地造成等の

開発行為減少に伴う戸建て住宅の建築需要低下により、給水申込加入金手数料が減少し、その他

　営業費用については、前年度から ６０，９６９，５６０円増加し ５７０，１６１，８８５円となった。これは、令

　この結果、営業利益が前年度から ７３，３８９，３６９円減少し、 ３０，０６５，３２９円の利益が計上されて

営業収益が、１５，５３６，３６７円の減少したことによる。

和６年度に新砂入替業務を実施し、佐谷浄水場中央監視装置システム更新業務委託の実施に伴い、

原水及び浄水費の増加したことの影響が大きい。

　前年度繰越利益剰余金に当年度の純利益を加算した額である当年度未処分利益剰余金は、９９２，

９２８，３２７円である。このうち、建設改良積立金に１００，０００，０００円積み立てることにしている。

いる。

　また、経常利益については、前年度から ７２，８１９，２２５円減少し ３３，５０３，３２４円となった。これは、

営業外収益に長期前受金戻入 ２０，９２２，０９４円計上されていること、また営業外費用のうち企業債

に関する支払利息が前年から １，３３７，５８９円減少したことの影響が大きい。

　当期純利益については、前年度から ７５，２５９，２１８円減、率にして ７０．８４％もの減の ３０，９７７，

７２４円となった。
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　５．財政状況

　　（１）当年度財政状況を示す貸借対照表

　資本の年度末残高は、３，２４１，７３０，７０７円で、内訳は資本金 １，７３７，８８１，４１８円、剰余金は、

  １，５０３，８４９，２８９円 である。

　　貸倒引当金 △ 744,993 　イ負担金 339,490,962

資本剰余金　合計 489,490,962

負債　資本　合計 5,159,077,928

利益剰余金　計 1,014,358,327

剰余金　合計 1,503,849,289

資本　合計 3,241,730,707

　ロ建設改良積立金 0

　ハ前年度繰越利益剰余金

資産　合計 5,159,077,928

５．繰延収益

⑴長期前受金 1,276,488,596

長期前受金収益化累計額 △ 594,360,008

⑵未収金 25,811,723

⑵無形固定資産

２．流動資産

⑴現金預金 852,722,904

６．資本金

資本の部

負債　合計 1,917,347,221

　　繰延収益合計 682,128,588　チ建設仮勘定 0

⑵利益剰余金

　イ減債積立金 21,430,000

⑴自己資本金 1,737,881,418

　資産の年度末残高は、５，１５９，０７７，９２８円で、内訳は固定資産 ４，２７８，６５４，５７４円、流動資産

 ８８０，４２３，３５４円 である。

　負債の年度末残高は、１，９１７，３４７，２２１円で、内訳は固定負債 １，００３，７９７，７４５円、流動負債

 ２３１，４２０，８８８円、繰延収益 ６８２，１２８，５８８円である。

961,950,603

　ニ当年度純利益 30,977,724

　ロ雑収入 150,000,000

4,278,654,574

⑴資本剰余金

資本金　合計 1,737,881,418

７．剰余金

⑶貯蔵品 2,633,720

有形固定資産　計 4,278,654,574

　イ水利権

流動資産　合計 880,423,354

固定資産　合計

　　減価償却累計額 0 0

　ヘ工具器具・備品 4,251,860

0

　　減価償却累計額 △ 3,888,787 363,073

　ト立　木 1,639,200

⑷前払金 0

⑸その他流動資産 0

流動負債合計 231,420,888

⑹その他流動負債 0

　　減価償却累計額 △ 2,944,362,230 3,510,075,549

　ホ車両運搬具 0

⑶前受金 0

1,981,304　ニ機械及び装置 956,089,749

　　減価償却累計額 △ 816,627,154 139,462,595 ⑸引当金 7,142,000

⑷預り金

⑵未払金 139,223,934

　ロ建　物 324,499,608

　　減価償却累計額 △ 143,900,437 180,599,171

固定負債合計 1,003,797,745

　ハ構築物 6,454,437,779

（単位：円）

資産の部 負債の部

１．固定資産

４．流動負債

⑴有形固定資産

⑴企業債 83,073,650

　イ土　地 446,514,986

３．固定負債

⑴企業債 1,003,797,745
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営業収支比率

総収支比率

　　（２）経営財務状況

営業収支比率 総収支比率

る。本年度においても、いずれの比率も １００％を越えている。

　　　①営業収支比率及び総収支比率

　水道事業経営を健全化していくためには、いずれの比率も １００％以上に維持することが望ましい状態であ

企業債元利償還金
対料金収入比率

（単位：％）

　ため、全般的に低率となっている。

　③固定資産対長期資本比率は、固定資産のうち、自己資本と長期借入金によって調達される部分がどれ

　だけあるかを示すもので、この比率は常に１００％以下で、かつ低いことが望ましい。

この表から、３項目とも健全に推移しており、財政状況も概ね良好となっている。

　①流動比率は、１年以内に現金化できる資産と、支払わなければならない負債とを比較するもので、流動性

　を確保するためには、流動資産が流動負債の２倍以上あることが望まれ、２００％以上が理想とされている。

　②自己資本構成比率は、総資本に占める自己資本の割合を示すもので、この比率が高いほど経営の安定

　性は高いものといえるが、公営事業はサービス提供に必要な施設については企業債で建設することが多い

88.27 87.89 86.44 86.83

比率名

流動比率

自己資本構成比率

固定資産対
長期資本比率

算　　　　　　　式

流  動  資  産

流  動  負  債

負 債＋資 本

固  定  資  産

資本金＋剰余金＋固定負債+繰延収益

令和３年度

　水道事業の財政状態の良否は、主に、①流動比率、②自己資本構成比率、③固定資産対長期資本

比率の三つの比率で判断される。

73.02 74.05 75.69 76.06

令和４年度 令和５年度 令和６年度

554.52 468.94 502.43 380.44

資本金＋剰余金+評価差額+繰延収益

116.79

112.87 113.71

総　費　用 591,974,239

16.50令和 ４年度

 × 100 ＝１０５．２７％

 × 100 ＝１０５．２３％
総　収　益 622,951,963

営業収益 - 受託工事収益 600,227,214

営業費用 - 受託工事費用 570,161,885

15.59

15.95

（単位：％）

17.28令和 ６年度 105.27

17.38120.32

令和 ３年度 116.35

105.23

令和 ２年度 117.64

令和 ５年度

111.78

120.04
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（経営資本（期首＋期末）÷２）

30,065,329
 × 100 ＝５．０１％

営　業　収　益 600,227,214

(3,210,752,983 ＋ 3,241,730,707)÷２
 × 100 ＝０．９３％

　　　③営業収益対営業利益率

　経営能率を見るもので、比率が高いほど良好であるが、本年度の営業利益は黒字であるが、比率は 

５．０１％となっている。

営　業　利　益

　　　②経営資本営業利益率

　一定期間の経営資本に対する営業利益の割合で、実質的に稼働している投下資本利益率をみる指標

である。率は高いほど良い。

　本年度の営業利益は黒字であるが、 ０．９３％となっている。

営　業　利　益 30,065,329

　　　④企業債元利償還金対料金収入比率

　水道事業の経営成績や財政状態を示す極めて重要な指標で、比率が ５０％未満で推移するようにしな

ければならないが、５０％以内で推移している。

× 100 ＝１７.２８％
81,934,972＋16,985,168＋0

572,339,438

（企業債償還額＋企業債利息＋企業債取扱諸費）

料　金　収　入
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（単位：％）

　　　⑤自己資本構成比率と固定負債構成比率

　総資本に対する自己資本（剰余金を含む）の割合が大きいほど、経営を安定させることになる。

　一方、固定負債構成比率が大きくなると経営を硬直化させる傾向が強い。

　自己資本構成比率は年々増えており、固定負債構成比率は減少傾向にあり、良好な状態である。

（資本金＋剰余金＋評価差額＋繰延収益）自己資本

×100＝１９.４６
構成比率 総資本（負債・資本合計） 5,159,077,928

1,737,881,418＋1,503,849,289＋0＋682,128,588

5,159,077,928
×100＝７６.０６

固定負債

　令和６年度は ８２．９３％で令和５年度に比べると０．６９ポイント減っているが、依然として固定資産の割

×100＝８２.９３
4,278,654,574

5,159,077,928

固　定　資　産固定資産
＝

構成比率 総資産（固定資産+流動資産+繰延資産）

合は高く、資産の固定化が続いている状況である。

構成比率
＝

自己資本

総資本（負債・資本合計）

ど、財務状態に流動性があるものとされている。

　　　⑥固定資産構成比率

　総資産に占める固定資産の割合で、財務の固定性・流動性を示す指標で、同比率が低ければ低いほ

＝
固　定　負　債 1,003,797,745

令和 ４年度 74.05 22.77

自己資本構成比率 固定負債構成比率

令和 ２年度 71.49 25.92

令和 ３年度 73.02 24.46

82.93

固定資産構成比率

87.20

86.05

85.10

83.62令和 ５年度 75.69 21.05

令和 ６年度 76.06 19.46
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　　（３）施設の効率性等

　　　①有効率及び有収率

　施設の効率性を見る指標に「有効率」と「有収率」がある。

　これは年間総配（給）水量のうち、有効に使用された水量が「有効率」であり、収入として納入された分の

水量が「有収量」である。

　令和６年度は「有効率」が ９５．９７％、「有収率」が ９４．９４％と、糟屋地区各市町と共に良好である。

職員現員 7 6 9 11 8

１㎥当りの
営業収益

200.97 212.96 211.37 218.10 219.56

給水量 391,583 180,819 316,150 402,642 372,042

営業収益 78,696 38,508 66,823 87,818 82,578

区　分 篠栗町 久山町 新宮町 古賀市 平　均

給水人口 4,289 1,547 3,574 4,192 4,127

１㎥当りの
営業収益

225.09 217.89 248.99 221.07

職員現員 9 10 7 8

給水量 296,294 298,280 573,093 517,474

営業収益 66,692 64,993 142,697 114,398

95.8

98.3

98.1

99.1 94.4 94.4 96.9 98.2令和 ３年度 97.1 97.0 96.6

96.6 97.0 97.0 98.5 94.8 94.6 96.8

98.9

98.7

給水人口

令和 ３年度 96.1 89.7 94.7 97.4 91.5 94.0 96.6

令和 ４年度 95.6 90.7 95.1 96.8 92.1

3,268 3,635 6,593 5,921

94.1 96.5

98.5

有
収
率

令和 ６年度

　糟屋地区各市町の状況

　　　②職員１人当り給水人口・給水量・営業収益等

（単位：人、㎥、円）

区　分 須恵町 宇美町 志免町 粕屋町

97.8

（単位：％）

須恵町 宇美町 志免町 粕屋町 篠栗町 久山町 新宮町 古賀市

95.5

令和 ４年度

98.0

令和 ２年度 95.9

有
効
率

令和 ５年度 95.3 87.4 96.6 95.8 92.6 93.2

令和 ５年度 96.3 97.0 96.8 97.6 95.3 93.6

令和 ２年度 96.9 97.0 94.9 98.2 97.7 94.1

令和 ６年度

89.3

94.9 89.1 97.2 94.8 92.2 89.2 95.8 95.9

96.0 90.9 98.2 96.5 94.8 89.5 96.1 96.1

98.4

97.596.8 96.5 95.5 93.5
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供給することは、水道事業の使命である。

　今後とも、一層の経営の効率化、合理化を図りながら、災害対策の強化にも努め、将来にわたり良質な水

道サービスを安定的に供給できる事業運営に鋭意努力されることを要望し、決算への意見とする。

むすび

　平成２２年度料金改定以来黒字決算になっている。

　令和６年度も企業債の借入れはなく、未償還残高は、昨年度から ８１，９３４，９７２円減り、順調に償還が

　経営成績を示す損益計算書において、当年度純利益は ３０，９７７，７２４円で、５年度に比べて ７５，２５９，

２１８円の減となっている。

進んでいる。

　以上が、令和６年度水道事業会計決算の概要である。

おいて、１００，０００，０００円を「建設改良積立金」への積み立てを行う予定とされている。

　企業債元利償還金対料金収入比率は １７．２８％と、昨年度から ０．１０ポイント下がり、低い指標で推移し

ている。

前への回帰による家庭用水道使用料の増が見られるものの、宅地開発に伴う戸建て住宅の建築需要の鈍

　減額となった主な理由として、新型コロナウイルス感染症の５類への移行に伴い、生活様式のコロナ禍以

化による給水申込手数料の減等により、営業収益が減となり、隔年実施の新砂入替業務を６年度に実施し、

　また、５年度同様、９９２，９２８，３２７円もの多額の未処分利益剰余金が計上されているが、これは７年度に

浄水場監視システム更新の実施に伴い原水及び浄水費が増加し、営業費用が増大したためである。

処分を行った結果、 ２１，７４９，６８０円と １，８７４，５４１円減少しているが、今後も新たな未収金の発生を抑

制する取り組みを行うとともに、早期回収に努めることを望む。

　最後に、水道は町民生活に欠かすことのできない重要なライフラインであり、安全で安心な水を安定的に

　昨年度に比べ、有効率は ０．３１ポイント減の ９５．９７％、有収率も、０．３１ポイント減の ９４．９４％、１㎥

当たりの供給単価は、２１４．６３円、昨年度比 ０．１４円の減、給水単価は ２１３．２０円、昨年度比 ２１．６０円

と、増加しているが、良好な経営状況を維持していると思料される。

　水道料金の６年度収入未済額は １１，８６６，０４０円、滞納繰越額については、２，７２０，６９１円の不納欠損

　以上が、令和６年度水道事業会計決算の概要である。
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円

円

円

円

円

円

円

　管渠築造工事 ５件、取付管設置  １件が施工され、いずれも指名競争入札を実施している。

上須恵地区１９工区管渠築造工事 35,052,600 97.3% (有)長島建設須恵営業所

須恵８号汚水幹線５工区管渠築造工事 74,926,500 87.4% （株）才田組

合　　　　　計 204,010,400

佐谷地区１９工区管渠築造工事 36,828,000 97.6% （株）折居産業建設

佐谷地区２２工区管渠築造工事 21,001,200 97.9% 村山建設（株）

佐谷地区２３工区管渠築造工事 32,859,200 97.2% （株）タカハシ

　行政区域内人口　 A （人） 29,512 29,241 271

〈Ⅳ〉下水道事業会計決算

　１．事業の概要

　　（１）下水道事業

令和６年度 令和５年度 増　　減

　水 洗 化 人 口　　 C （人） 24,140 23,688 452

　処理区域内人口　 B （人） 24,811 24,548 263

　水　洗　化　率 （％） 97.30 96.50 0.80

　普　　及　　率　　 （％） 84.07 83.95 0.12

　１日平均処理水量 （㎥） 5,764 5,701 63

　年間処理水量　　　 （㎥） 2,103,852 2,081,045 22,807

27,294

　職　員　数 （人） 5 －

　　水洗化人口（C)も ２４，１４０人で、管路の供用開始延長により前年度と比較して ４５２人増加している。

（ウ）年間汚水処理水量　（下水道施設で綺麗にした汚水の量の合計）

－

　有　収　水　量 （㎥） 1,985,250 1,957,956

　　２，１０３，８５２㎥で前年度と比較して ２２，８０７㎥増加している。

（ア）処理区域内人口　（下水道が利用できる区域の人口）

　　処理区域内人口（B)は ２４，８１１人で、前年度と比較して ２６３人増加しており、近年増加が続いている。

（イ）水洗化人口　（実際に水洗便所を設置して、汚水を公共下水道や農業集落排水施設に流したり、浄化

（カ）有収率　（「有収水量」÷「年間処理水量」）

　　９４．３６％で、前年度と比較して ０．２７ポイント増加している。

　　　槽等で処理したりしている人口）

　令和６年度の建設改良事業の明細は、次表のとおりである。

（エ）年間総有収水量　（皆さんが下水道に流した水量の合計）

　　１，９８５，２５０㎥で前年度と比較して ２７，２９４㎥増加している。

（オ）水洗化率　（「処理区域内人口」に対する「水洗化人口」の割合）

　　９７．３０％で、前年度と比較して ０．８０ポイント増加している。

植木地区２件取付管設置工事 3,342,900 97.9% (有)長島建設須恵営業所

　　（２）建設改良事業

工　　　　　事　　　　　名 工事費 落札率 施工業者名

　　　（公共下水道） 97.28 96.65 0.63

　　　（農業集落排水） 97.89 91.41 6.48
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　　（６）長期前受金戻入 １６２，３６２，３９０円である。

0.0

162,362,390 100.9

　⑺雑収益 11,000 0 11,000 4,300 6,700 17,982 39.1

　⑹長期前受金戻入 160,883,000 0 160,883,000 162,362,390 △ 1,479,390

　　活動のその他主たる営業活動以外の原因から生ずる収益である。

　　決算額 ８３８，５１６，７３５円は、予算現額に対し、１００．１％の収入率となっている。

　　決算額の主なものは、（２）他会計負担金 ３０３，３４９，０００円、（３）他会計補助金 ３７１，４３８，０００円、

　　決算額 ３２７，７７８，１２０円は、予算現額に対し９７．６％の収入率となっている。

　　決算額の主なものは、（１）下水道使用料 ３２７ ，０４０，１２０円である。

　２　営業外収益

　　下水道事業の営業外収益は、他会計の負担金、補助金、預貯金貸付金から生ずる受取利息等金融財務

65.0

　⑸消費税及び地方消
　　 費税還付金

1,000 0 1,000 0 1,000 0

　⑷国庫補助金 2,000,000 0 2,000,000 1,300,000 700,000 1,300,000

　１　営業収益

　　営業収益は、主たる営業活動から生ずる収益である。

303,349,000 100.0

　⑶他会計補助金 406,938,000 △ 35,500,000 371,438,000 371,438,000 0 371,438,000 100.0

　⑵他会計負担金 316,316,000 △ 12,967,000 303,349,000 303,349,000 0

838,530,417 100.1

　⑴受取利息及び配当金 2,000 0 2,000 63,045 △ 61,045 63,045 3,152.3

２　営業外収益 886,151,000 △ 48,467,000 837,684,000 838,516,735 △ 832,735

738,000 36,900.0　⑵その他営業収益 2,000 0 2,000 738,000 △ 736,000

298,047,201 97.6

　⑴下水道使用料 335,875,000 0 335,875,000 327,040,120 8,834,880 297,309,201 97.4

１　営業収益 335,877,000 0 335,877,000 327,778,120 8,098,880

当初予算 補正等 合　計 決算（税込み） 残　高 税抜き 執行率

　下水道事業収益 1,222,028,000 △ 48,467,000 1,173,561,000 1,166,294,855 7,266,145 1,136,577,618 99.4

　２．予算の執行状況

　　（１）収益的収入及び支出

　収益的収入及び支出は、一事業年度の経営活動に伴い発生したすべての収入と、それに対応するすべ

ての支出である。

　令和６年度の決算報告書では、収益的収入 １，１６６，２９４，８５５円に対し、収益的支出 ７８０，７９３，０２３円

で、差引額は ３８５，５０１，８３２円である。

ア　収益的収入

　令和６年度の収益的収入の明細は、次のとおりである。

（単位：円、％）
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　　に対し、９８．７％の執行率となっている。　　

イ　収益的支出

　令和６年度の収益的支出の明細は、次のとおりである。

（単位：円、％）

当初予算 補正等 合　計 決算（税込み） 残　高 税抜き 執行率

　下水道事業費 809,805,000 △ 14,200,000 795,605,000 780,793,023 14,811,977 756,392,918 98.1

680,957,796 98.5

　⑴管渠費 89,803,000 △ 16,446,000 73,357,000 68,294,830 5,062,170 64,163,396 93.1

１　営業費用 730,586,000 △ 14,200,000 716,386,000 705,791,800 10,594,200

8,389,304 93.4

　⑶流域下水道維持
　　管理費負担金

210,448,000 3,552,000 214,000,000 213,614,118 385,882 194,194,657 99.8

　⑵処理場費 9,876,000 0 9,876,000 9,220,974 655,026

27,773,689 83.4

　⑸減価償却費 385,305,000 0 385,305,000 385,795,177 △ 490,177 385,795,177 100.1

　⑷総係費 35,154,000 △ 1,306,000 33,848,000 28,225,128 5,622,872

0 0.0

641,573 －　⑹資産減耗費 0 0 0 641,573 △ 641,573

71,753,747 96.4

　⑴支払利息及び企業
　　債取扱諸費

71,980,000 0 71,980,000 71,312,513 667,487 71,312,513 99.1

２　営業外費用 73,980,000 0 73,980,000

　１　営業費用

　　営業費用は、主たる営業活動のために生ずる費用である。

71,312,513 2,667,487

3,608,000 100.0

４　予備費 1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000 0 0.0

　⑵その他特別損失 3,608,000 0 3,608,000 3,608,000 0

　⑴過年度損益修正損 131,000 0 131,000

　　１１８円、（５）減価償却費 ３８５，７９５，１７７円である。

　⑶雑支出 0 0 0 0 0

　　構成比率は、管渠費 ９．７％、流域下水道維持管理費負担金 ３０．３％、総係費 ４．０％、減価償却費

0 0.0

収入及び支出差引額 412,223,000 - 377,956,000 385,501,832 △ 7,545,832 380,184,700 102.0

　⑴予備費 1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000

　⑵消費税及び地方消
　　費税

2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000

　３　特別損失

　　特別損失は、当期の費用に計上することが不適当であるような費用で、固定資産売却損、減損損失、

　　過年度損益修正損が該当する。

　　下水道使用料の過誤納による返金に伴う過年度損益修正損、及び令和６年度からの公営企業会計へ

　　移行のため、５年度分賞与引当金相当分のその他特別損失で、決算額 ３，６８８，７１０円は、予算現額

　　５４．７％となっている。

　２　営業外費用

　　営業外費用は、企業債等の利息等の、主として金融財務活動に要する費用及び事業の経営活動以外

　　の活動によって生ずる費用である。

　　決算額 ７１，３１２，５１３円は、予算現額に対し、９６．４％の執行率となっており、長期債利子償還金で

　　ある。

73,375 61.6

441,234 －

　　決算額 ７０５，７９１，８００円は、予算現額に対し ９８．５％の執行率となっている。

　　決算額の主なものは、（１）管渠費 ６８，２９４，８３０円、（３）流域下水道維持管理費負担金 ２１３，６１４，

３　特別損失 3,739,000 0 3,739,000 3,688,710 50,290 3,681,375 98.7

80,710 50,290
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計 25 551,200

即時消滅の基準 8 45,240

即時消滅の基準 2 44,800

計 32 149,160

　都市計画法７５条第７項により、５年時効消滅した令和元年度分の受益者負担金の内訳は、下記のと

おりである。

　　　　　受益者負担金の不納欠損額の内訳

錯誤 2 114,400

件数   金 額  （円）

生活困窮等 9 303,300

所在不明 12 88,700

　地方自治法第２３６条第１項により、５年時効消滅した令和元年度分の下水道使用料の内訳は、下記

不納欠損額

所在不明 23 98,310

のとおりである。

　　　　　下水道使用料の不納欠損額の内訳

件数   金 額  （円）

生活困窮等 1 5,610
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89,400,000 100.0

　⑴国庫補助金 112,000,000 △ 22,600,000 89,400,000 89,400,000 0 89,400,000 100.0

3　補助金 112,000,000 △ 22,600,000 89,400,000 89,400,000 0

0 0 0 0 －

2　他会計補助金 10,000,000 △ 10,000,000 0 0 0

0 297,700,000 100.0

31,856,500 101.6

　⑴受益者負担金 7,347,000 24,000,000 31,347,000 31,856,500 △ 509,500 31,856,500 101.6

4　負担金 7,347,000 24,000,000 31,347,000 31,856,500 △ 509,500

0 －

　⑴他会計補助金 10,000,000 △ 10,000,000

　この不足額は、損益勘定留保資金 ２２４，０７４，３６０円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額

 １４，０９８，９５９円、利益剰余金処分額 ６３，７４９，８６５円をもって補填し、収支の均衡を図っている。 

１　企業債 358,800,000 △ 61,100,000 297,700,000 297,700,000 0 297,700,000

　資本的収入は、７７，８２８，０００円の減額補正で、執行率は １００.１％である。

　資本的支出では、管渠建設改良費の決算額が ２２１，８１５，５５０円で、その内訳は、設計業務委託が

１件、工事請負費の管渠築造工事等が ６件である。

　企業債償還金は令和５年度に比べて １０，１２９，１４３円減の ４５７，３２７，５７０円である。

　令和６年度の決算報告書では、資本的収入 ４１８，９５６，５００円に対し、資本的支出 ７２０，８７９，６８４円

で、差引額は ３０１，９２３，１８４円の不足となっている。

457,327,570 100.0

収入及び支出差引額 △ 326,088,000 - △ 343,088,000 △ 301,923,184 △ 41,164,816

297,700,000

△ 277,963,902 88.0

　⑴企業債償還金 457,329,000 0 457,329,000 457,327,570 1,430

37,942,332 98.0

２　企業債償還金 457,329,000 0 457,329,000 457,327,570 1,430 457,327,570 100.0

　⑵流域下水道
　　 建設負担金

42,593,000 0 42,593,000 41,736,564 856,436

　⑴管渠建設改良費 322,441,000 △ 60,828,000 261,613,000 221,815,550 39,797,450 201,650,500 84.8

１　建設改良費 365,034,000 △ 60,828,000 304,206,000 263,552,114 40,653,886

資本的支出 822,363,000 △ 60,828,000 761,535,000 720,879,684 40,655,316 696,920,402 94.7

239,592,832 86.6

イ　資本的支出

　令和６年度の資本的支出の明細は、次のとおりである。

（単位：円、％）

当初予算 補正等 合　計 決算（税込み） 残　高 税抜き 執行率

合　計 決算（税込み） 残　高

0 －

　⑴その他資本的収入 8,128,000 △ 8,128,000 0 0 0 0 －

5　その他資本的収入 8,128,000 △ 8,128,000 0 0 0

100.0

　⑴企業債 358,800,000 △ 61,100,000 297,700,000

　　（２）資本的収入及び支出

　資本的収入及び支出は、将来の経営活動に備えて行う建設改良に係る企業債償還金等の支出、及び

その財源となる収入である。

ア　資本的収入

　令和６年度の資本的収入の明細は、次のとおりである。

（単位：円、％）

税抜き 執行率

資本的収入 496,275,000 △ 77,828,000 418,447,000 418,956,500 △ 509,500 418,956,500 100.1

当初予算 補正等
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　　　　資本的収支決算補填財源明細表

（単位：円、％）

（単位：円）

区分 前年度繰越額 本年度増加額 本年度補填額 次年度繰越額

損益勘定留保資金 0 224,074,360 224,074,360 0

減価償却費 385,795,177

長期前受金戻入 △ 162,362,390

資産減耗費 641,573

利益剰余金 △ 89,910,858 380,184,700 63,749,865 226,523,977

減債積立金 0 0 0 0

建設改良積立金 0 0 0 0

未処分利益剰余金 △ 89,910,858 380,184,700 63,749,865 226,523,977

　◇企業債 限度額　297,700,000円、借入額　297,700,000円

　◇一時借入金 限度額　100,000,000円、借入はなし　

　◇議会の議決を経なければ流用できない経費

　　　職員給与費は、議会の議決を経なければ流用できない経費とされている。執行状況は次表のと

消費税及び地方消費税
資本的収支調整額

0 14,098,959 14,098,959 0

合計 △ 89,910,858 618,358,019 301,923,184 226,523,977

職員給与費 39,633,000 0 38,892,888 98.1

　　おりであり、流用はされていない。

経　　　費 議決予算額 流用額 決　算　額 執行率

　　（４）町債の状況

（単位：円）

　◇他会計からの補助金 予算額 ６７４，７８７，０００円に対し、決算額も同額である。

借　入　額 297,700,000 338,700,000 382,600,000 380,700,000

令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度

償
還
額

元　金 457,327,570 467,456,713 472,460,778 471,021,303

利　子 71,312,513 76,716,603 83,535,263 91,426,263

計 528,640,083 544,173,316 555,996,041 562,447,566

　　（３）その他の予算事項

　借入は下水道管の延長に必要なもので、令和６年度は ２９７，７００，０００円で、償還未済額は、６，５６１，

７４３，０６５円となっている。

償還未済額 6,561,743,065 6,721,370,635 6,850,127,348 6,939,988,126
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た、総務省基準によらない繰入金は ３７１，４３８千円で、汚水処理に係る費用に対し使用料収益が不足

する分の補填財源や企業債の元金償還等に充当されている。

用区分を明確にするために、総務省が地方公営企業繰出金の基準を定めている。

　当年度の一般会計からの繰入金の合計は、 ６７４，７８７千円である。うち総務省基準に基づく繰入金は

 ３０３，３４９千円で、分流式下水道に要する経費、下水道事業債の元利償還金等に充当されている。ま

適当でない経費等を除き、当該地方公営の経営に伴う収入をもって充てなければならない独立採算が

原則とされている。下水道事業の場合、雨水の排除により浸水を防ぐことは、受益の範囲が使用者に限

定されるものであることから、雨水公費・汚水私費を基本原則としているほか、一般会計が負担すべき費

（単位：円）

《一般会計からの繰入状況》

皆増

371,438,000 ― 皆増

（総務省基準内繰入）

他会計負担金

営
業
外
収
益

収
益
的
収
入

令和６年度　項　目　　　　　　　　　　　　年　度

他会計負担金

（総務省基準内繰入）
営
業
収
益

合計

資
本
的
収
入

収益的収入　計

他会計負担金

（総務省基準内繰入）

0 ―

0 ―

303,349,000 ―

―

―

―

―

―

―

0

303,349,000

371,438,000

674,787,000

―

674,787,000

他会計補助金
0

皆増

―

皆増

皆増

―

―

皆増

―

―

　地方公営企業は、地方公営企業法第１７条の２の規程により、その経営に伴う収入をもって充てることが

　　（５）一般会計からの繰入れの状況

小計

他会計補助金

（総務省基準外繰入）

小計

―

対前年度増減額令和５年度

皆増総務省基準外繰入　計

（総務省基準外繰入）

資本的収入　計

総務省基準内繰入　計

674,787,000

0
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　なお、現金預金期末残高は、貸借対照表における現金預金と一致している。

ュ・フロー」は、企業債についての収入が ２９７，７００，０００円、償還に伴う支出が △４５７，３２７，５７０

円で、△１５９，６２７，５７０円となっている。

　以上これらの結果、現金預金は、２６０，６５２，２８３円で、現金預金期末残高は、４００，３５０，７６４円

となった。事業活動が順調に行われるとともに、運営基盤確立のための投資や企業債の償還にも積極

的に努めており、企業としての資金の動きは健全な状況にあるといえる。

利益をもとに、減価償却費や長期前受金戻入などの非現金取引や未収未払金の増減により、 ５４８，

４７６，５０８円である。

　将来に向けた運営基盤の確立のために行う投資活動に係る資金の状況を表す「投資活動によるキ

ャッシュ・フロー」は、固定資産の取得による資金投資による支出があったが、国庫補助金の収入で補

填され、△１２８，１９６，６５５円となっている。

　企業債などの発行、償還などによる収支等資金の調達および返済を示す「財務活動によるキャッシ

　３．キャッシュ・フロー計算書

　本年度のキャッシュ・フロー状況は、次の表のとおりである。

　事業本来の業務活動の実施に伴う資金の状況を表す「業務活動によるキャッシュ・フロー」は、当期
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業務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅴ 現金預金期首残高 139,698,481 ― ―

Ⅵ 現金預金期末残高 400,350,764 ― ―

企業債の償還による支出 △ 457,327,570 ― ―

他会計からの出資による収入 0 ― ―

Ⅳ 現金預金の増加 260,652,283 ― ―

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 159,627,570 ― ―

企業債による収入 297,700,000 ― ―

有形固定資産の取得による支出 △ 198,492,832 ― ―

無形固定資産の取得による支出 △ 41,100,000 ― ―

国庫補助金等による収入 111,396,177 ― ―

受取利息及び配当金 63,045 ― ―

支払利息及び企業債取扱諸費 △ 71,312,513 ― ―

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 128,196,655 ― ―

営業及び営業外未払金・未払費用の増減額 4,124,368 ― ―

その他流動負債の増減額 3,570 ― ―

小計 619,725,976 ― ―

支払利息及び企業債取扱諸費 71,312,513 ― ―

営業及び営業外未収金増減額 △ 53,403,330 ― ―

前払金増減額 △ 10,380,000 ― ―

賞与引当金の増減額 3,302,000 ― ―

長期前受金の戻入額（特別利益計上分を含む。） △ 162,362,390 ― ―

受取利息及び配当金 △ 63,045 ― ―

減価償却費 385,795,177 ― ―

資産減耗費 641,573 ― ―

貸倒引当金の増減額 570,840 ― ―

（単位：円）

令和６年度 令和５年度 増減額

Ⅰ 548,476,508 ― ―

当年度純利益 380,184,700 ― ―
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当年度期首繰越欠損金 △ 89,910,858 ― ― ―

当年度未処分利益剰余金 290,273,842 ― ― ―

10前年度繰越利益剰余金 0 ― ― ―

その他の未処分利益剰余金変動額 0 ― ― ―

９　総費用  　K=B+E+I 756,392,918 ― ― ―

当年度純利益　 L=J-K 380,184,700 ― ― ―

　⑵その他特別損失 3,608,000 ― ― ―

８　総収益 　 J=A+D+H 1,136,577,618 ― ― ―

７　特別損失　　　　　 I 3,681,375 ― ― ―

　⑴過年度損益修正損 73,375 ― ― ―

　⑴過年度損益修正益 0 ― ― ―

　⑵その他特別利益 0 ― ― ―

経常利益　　　　 G=C+F 383,866,075 ― ― ―

６　特別利益　　　　　H 0 ― ― ―

　⑵雑支出 441,234 ― ― ―

５　営業外利益　F=D-E 766,776,670 ― ― ―

４　営業外費用　　 　E 71,753,747 ― ― ―

　⑴支払利息及び企業債取扱諸費 71,312,513 ― ― ―

　⑸長期前受金戻入 162,362,390 ― ― ―

　⑹雑収益 17,982 ― ― ―

　⑶他会計補助金 371,438,000 ― ― ―

　⑷国庫補助金 1,300,000 ― ― ―

　⑴受取利息及び配当金 63,045 ― ― ―

　⑵他会計負担金 303,349,000 ― ― ―

営業利益　　　 C=A-B △ 382,910,595 ― ― ―

３　営業外収益　　　 D 838,530,417 ― ― ―

　⑸減価償却費 385,795,177 ― ― ―

　⑹資産減耗費 641,573 ― ― ―

　⑶流域下水道維持管理負担金 194,194,657 ― ― ―

　⑷総係費 27,773,689 ― ― ―

　⑴管渠費 64,163,396 ― ― ―

　⑵処理場費 8,389,304 ― ― ―

　⑵その他営業収益 738,000 ― ― ―

２　営業費用　　　　　B 680,957,796 ― ― ―

１　営業収益　　　　　A 298,047,201 ― ― ―

　⑴下水道使用料 297,309,201 ― ― ―

　４．当年度の経営成績を示す損益計算書

令和６年度の経営成績は、次のとおりである。

　　（１）損益の状況

ア　損益計算書

　損益計算書は、一営業期間における企業の成績を明らかにするために、その期間中に得たすべての

収益と、これに対応するすべての費用を記載し、純損益とその発生の由来を示した報告書である。

（単位：円 【税抜き】、％）

令和６年度 令和５年度 増減額 増減率

-62-



　当年度の純利益は、３８０，１８４，７００円である。これを段階的に見ていくと、営業利益は ３８２，９１０，

５９５円の損失であった。この要因は、営業費用の多くを占める減価償却費と流域下水道維持管理費

落排水事業が占める割合は ６．４％であり、営業収益の比率に対しやや高い。この結果、営業損失の

密度が低いため投資が相対的に過大となっていることが挙げられる。

うち農業集落排水事業の占める割合は ９．９％になっている。

　この要因としては、減価償却費の構成比率が示すように、農業集落排水事業の処理区域内の人口

金 ６７４，７８７，０００円を差し引くと、 ２９４，６０２，３００円の赤字であり、地方公営企業における経営の

負担金によるところが大きい。特に減価償却費は、固定資産に対する投資の費用分配であって、短期

　この結果、当年度の純利益は ３８０，１８４，７００円となったが、仮に純利益から一般会計からの繰入

的に削減できる費用ではないことから、今後も営業損失を計上することが見込まれる。

　営業損失に営業外収益を加え、営業外費用を差し引いた経常損益は、 ３８３，８６６，０７５円の利益

となった。この要因は、一般会計からの繰入金 ６７４，７８７，０００円によるところが大きい。

原則である独立採算は達成できていない状況となっている。

　営業収益のうち農業集落排水事業が占める割合は ２．１％であるのに対し、営業費用のうち農業集
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　５．財政状況

　　（１）当年度財政状況を示す貸借対照表

　資産の年度末残高は、１２，６３０，９０１，７６２円で、内訳は固定資産 １２，１６０，４１１，０８５円、流動資産

 ４７０，４９０，６７７円 である。

　負債の年度末残高は、１１，２８８，１８６，３２３円で、内訳は固定負債 ６，１０６，６１８，２３５円、流動負債

 ５２９，２２２，３１５円、繰延収益 ４，６５２，３４５，７７３円である。

　資本の年度末残高は、１，３４２，７１５，４３９円で、内訳は資本金 １３９，６９８，４８１円、剰余金は、 １，２０３，

 ０１６，９５８円 である。

　ハその他資本剰余金 788,497,693

５．繰延収益

長期前受金収益化累計額 △ 162,330,857

資本の部

　ロ出資金 0

２．流動資産

流動資産　合計 470,490,677

６．資本金

　イ固有資本金 139,698,481

　イ国庫補助金 103,537,852

　ロ他会計補助金

剰余金　合計 1,203,016,958

資本　合計 1,342,715,439

資本剰余金　合計 912,743,116

⑵利益剰余金

20,707,571

負債　資本　合計 12,630,901,762

　イ当年度未処分利益剰余金 290,273,842

利益剰余金　合計 290,273,842

資産　合計 12,630,901,762 ７．剰余金

⑴資本剰余金

⑶その他流動資産 10,380,000 　ハ組入資本金 0

資本金　合計 139,698,481

⑵未収金 60,330,753

　　貸倒引当金 △ 570,840

⑴現金預金 400,350,764

　イ施設利用権 655,431,135 　　繰延収益合計 4,652,345,773

固定資産　合計 12,160,411,085 負債　合計 11,288,186,323

有形固定資産　合計 11,504,979,950 ⑴長期前受金 4,814,676,630

⑵無形固定資産

　　減価償却累計額 30,361,373 177,719,487 流動負債合計 529,222,315

　ホ建設仮勘定 133,318,771

　　減価償却累計額 332,468,025 10,986,389,225 ⑶引当金 3,302,000

　ニ機械及び装置 208,080,860 ⑷その他流動負債 3,570

　　減価償却累計額 390,077 476,763 ⑴企業債 455,124,830

　ハ構築物 11,318,857,250 ⑵未払金 70,791,915

　イ土　地 207,075,704 固定負債合計 6,106,618,235

　ロ建　物 866,840 ４．流動負債

（単位：円）

資産の部 負債の部

１．固定資産 ３．固定負債

⑴有形固定資産 ⑴企業債 6,106,618,235
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　　　⑤汚水処理原価

　有収水量１立米当たりの汚水処理に係るコストを表した指標で、供用開始後間もない事業は有収水量が過

少となり高い数値を示す場合が多い。

汚水処理費（公費負担分を除く） 440,976,000
 × 100 ＝２２２．１３円

年間有収水量 1,985,250

下水道使用料

汚水処理費（公費負担分を除く）

297,309,201
 × 100 ＝６７．４％

440,976,000

使用料収入が少額であり、将来の使用料収入の増加が望まれる。

　使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標で、供用開始後間もない場合は

流  動  資  産 470,490,677
 × 100 ＝８８．９％

流  動  負  債 529,222,315

　　　③企業債残高対事業規模比率

　料金収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を示す指標である。

企業債残高 － 一般般会計負担額 6,296,453,000 － 5,940,120,000
× 100 ＝１１９.６％

営業収益－受託工事収益－雨水処理負担金 298,047,000 －  0  －  0

　　（２）経営財務状況

　　　①経常収支比率

　料金収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているか

を表す指標で、単年度の収支が黒字であることを示す１００％以上となっている。

　　　④経費回収率

未満であるが、流動負債には建設改良費等に充てられた企業債等が含まれており、これらの財源により整備

された施設について、将来、償還の原資を料金収入等により得ることが予定されている。

　　　②流動比率

　流動比率は、１年以内に現金化できる資産と、支払わなければならない負債とを比較するもので、１００％

経常収益 1,136,577,618
 × 100 ＝１５１．０％

経常費用 752,711,543
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むすび

っており、全国的に同様の傾向にあると推測される。本町における経費回収率の向上にあたっては、使

経営改善に努めていただきたい。

　また、今後の下水道事業を取り巻く環境は、人口減少に伴う水需要の減少や施設・管渠の老朽化に伴

い点に留意する必要がある。

　この一般会計からの繰入金のうち、総務省基準外の繰入金の合計は、 ３７１，４３８千円（総務省基準に

基づかない一般会計からの繰入金 ３００，０００千円を含む）で、汚水処理に係る費用に対し使用料収益

が不足する分の補填財源として、また企業債の元金償還等に充当されており、地方公営企業の経営原

則である独立採算は達成できていない。このことを示すように、経費回収率は、６７．４％と１００％を下回

　以上が、令和６年度の下水道事業会計決算の概要である。

　今般、中長期的な視点に立った計画的な経営基盤の強化と、持続的かつ安定的な事業運営を目指す

ため、下水道事業の経営・資産等を正確に把握することを目的に、当年度から公営企業会計が適用され

た。これにより貸借対照表や損益計算書、各比率等の指標が明らかになったが、水道事業に比べて、総

じて一般会計からの繰入金の依存度が高い状況であり、そのことを考慮した上で、分析しなければならな

用料収益の増加と汚水処理コストの抑制が求められる。水洗化率や有収率は増加しているものの、より

て、公営企業として健全な事業運営に鋭意努力されることを要望する。

一層、下水道への接続促進による使用料収益の増収や、不明水の排除などによる処理コストの抑制など

う更新費用の増大、予測困難な災害の発生など多様な課題が見込まれる。

　ついては、今回の公営企業会計の適用を契機に、自らの経営状況や財政状態を的確に把握し、分析

し、将来にわたり効率性、経済性を発揮しながら、下水道の普及促進、計画的な施設・管渠の更新、雨

水排水対策等に着実に取り組んでいただくとともに、総務省基準外繰入金に依存しない経営を目指し
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　１．審査の概要

在しないことから、「－」で表示しており、健全性は確保されている。

子である将来負担額が、須恵みなみ幼児園、中部防災センタ建設事業による一般会計の地方債現在高

の増、下水道事業法適化に伴う出資金３億円の影響による公営企業債等繰入見込額の増及び清掃施

設組合施設更新の影響による組合負担等見込額が増加した上、分母の充当可能財源等の充当可能基

　標準財政規模に対する、「一般会計」等が負担する元利償還金及び準元利償還金の割合である ③実

質公債費比率は 、前年度比 ０．５ポイント増の ７．０％であるが、早期健全化基準の ２５．０％を大幅に

下回っており、健全性は確保されている。

　標準財政規模に対する、「一般会計」等が将来負担すべき実質的な負債の割合である ④将来負担比

率は、前年度比 １３．４ポイント増の ３８．７％である。増加した要因は、将来負担比率の算出における分

③実質公債費比率

　令和６年度の標準財政規模は ６，６４５，９５０千円となっており、この中に臨時財政対策債発行可能額

 ２６，０７７千円が含まれる。

　なお、標準財政規模に対する、「一般会計」等の実質赤字額の割合である ①実質赤字比率、及び標

準財政規模に対する「全会計」の実質赤字額の割合である ②連結実質赤字比率は、いずれも赤字が存

（注）　比率が発生していないものについては、「－」で表示している。

14.30

350.0 350.0

7.0 25.0 25.0

19.17 19.30

14.17

〈Ⅴ〉財政健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率

　法第３条第１項の財政健全化判断比率及び法第２２条第１項の資金不足比率の算定基礎となる事項を

記載した書類が適正に作成されているかを主眼として実施した。

　総務課財政担当者から、財政健全化判断比率及び資金不足比率の算定基礎となる事項を記載した書

類について説明を受け、各比率の算定が間違いないかどうか計算突合を実施した。

　２．審査の手続

　３．審査の結果

　　（１）財政健全化判断比率

　審査に付された下記の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも

適正に作成されているものと認められ、特に指摘する事項はない。

記

健全化判断比率 令和６年度 令和５年度

早期健全化基準の ３５０．０％を大幅に下回っており、健全性は維持されている。

金である財政調整基金積立金が減少した結果、実質的な将来負担額が増加したことによるものであるが、

早期健全化基準

（単位：％）

令和６年度 令和５年度

6.5

②連結実質赤字比率 - -

①実質赤字比率 - -

④将来負担比率 38.7 25.3
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（注）　比率が発生していないものについては、「－」で表示している。

　以上のとおり、健全化判断比率及び資金不足比率は、いずれも早期健全化基準、経営健全化基準を

下回っており、財政の健全性が認められた。

　令和５年度以降、一般会計における町債の借入額及び残高も増加してきていることに注意しつつ、引

き続き財政の健全化に努めていただくよう要望する。

　資金不足比率 （単位：％）

　　（２）資金不足比率

　審査に付された下記の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも

適正に作成されているものと認める。

記

　４．糟屋地区各市町の健全化判断比率及び資金不足比率の状況

である。

　下水道事業会計 - - 20.0

公営企業の名称 令和６年度 令和５年度 経営健全化基準

　水道事業会計 - - 20.0

　令和６年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率は基準内であり、財政は健全に運営

されていると認められ、特に指摘する事項はない。

　令和６年度から公共下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計が公営企業法適用で、

下水道事業会計となったが、水道事業会計とともに、資金不足比率は、該当がないのでいずれも「－」

（単位：％）

市町名

健全化判断比率
資金不足比率

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

令和６年度 令和５年度 令和６年度 令和５年度 令和６年度 令和５年度 令和６年度 令和５年度 令和６年度 令和５年度

- -

宇美町 - - - - 6.7 6.6

須恵町 - - - - 7.0 6.5 38.7 25.3

- - - -

- - - -

志免町 - - - - 4.1

7.9 7.9 - - - -

4.8 - - -

久山町 - - - -

篠栗町 - - - -

- -

10.7 11.8 - - - -

6.7 - - - -5.8

-

粕屋町

5.5 5.1 - - - -

8.6 - - - -8.9

古賀市 - - - -

新宮町 - -
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